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仙北市では、平成３１年に策定した第３期「仙北市地域福祉計画」に基づき、「人と人が

つながる共生のまちづくり」という基本理念の実現を目指して、地域福祉の推進につなが

る様々な取組を進めてきました。

しかし、少子高齢化、単身高齢者の増加といった社会環境も劇的に変化が進み、孤独・

孤立、ひきこもり、ヤングケアラーなど、制度のはざまで支援するための手が届きにくい、

従来の制度では十分に対応できない複雑化・多様化した課題が増え続けており、これら

課題を包括的に受け止め、継続的な伴走支援を行いつつ、適切に支援していくための重

層的な支援体制の整備が求められています。

全ての人が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、これまでに引き続き制

度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多

様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひ

とりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会である「地域共生社会」を実現さ

せていく必要があります。

このような状況のもと、今回策定する第４期「仙北市地域福祉計画」は、昨今の社会情

勢の変化や地域福祉の現状を見つめ直し、行政はもとより、福祉関連団体を含む地域の

多様な主体、そして市民一人ひとりが主体的な行動をとり、誰一人取り残さない、「一人ひ

とりがささえつながる幸福度の高いまちづくり」を行っていくことを基本理念とし策定し

ています。

また、仙北市では幸福度全国Ｎｏ.１という市政理念を実現するため、市民の皆様の声を

今まで以上にお聞きすることや、各種評価に基づいた施策の立案、業務改善などの結果・

成果を重視した施策を推進し、地域福祉の向上に寄与していきます。

最後になりましたが、本計画の策定にあたり審議をいただきました仙北市地域福祉計

画策定委員会の皆様をはじめ、貴重なご意見・ご提言をいただきました地域の皆様、関

係機関・団体の皆様に心から感謝申し上げますとともに、今後も引き続き本市の福祉行政

にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　令和６年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙北市長 田 口 知 明

は じ め に
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１

   『地域共生社会』とは

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多

様な主体が『我がこと』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つ

ながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。

第１章  地域福祉計画の策定にあたって

１．計画策定の背景と目的

近年、少子高齢化、人口減少、単身世帯の増加を背景に、人と人のつながりがより希薄化し

ていく時代背景の中、子育てや介護をしている家庭の孤立、高齢者や子ども、障がいがある方

が抱えている生活課題は、さらに複雑化・深刻化しています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したこともあり、地域の通いの場など活動

の中止や不要不急の外出の自粛など行動制限がある生活を送り続けた結果、フレイル（虚弱）

や認知症が進行したケースも少なくありません。

このような状況をふまえ、国では、令和２年に社会福祉法（昭和26年法律第45号）を改正し、

市町村は地域住民の複雑化・混合化した支援ニーズに対応する体制を整備するよう努めること

になりました。

本市においても、現在行っている各種相談支援体制を生かしながら、各分野が連携、一体と

なり重層的な支援体制を整備することを見据え、庁内及び関係団体と横断的な連携を図るこ

ととしています。

様々な生活課題を抱えながらも、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らしていけるよう、

地域住民等が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくため、仙北市

地域福祉計画（第４期）を策定し、幸福度の高いまちづくりを目指します。

２．地域共生社会の実現

仙北市地域福祉計画（第３期）では、「人と人とがつながる共生のまちづくり」を基本理念に

掲げ、社会情勢の変化や新たな制度等に対応しながら、地域の福祉の推進を図ることを目的と

し、福祉施策を実施してきました。

今期計画でも、理念の根底には「地域共生社会の実現」があり、前期計画に引き続き取り組

んでいきます。



２

３．計画の位置づけと期間

（１） 計画の位置づけ

社会福祉法（平成１２年法律第１１１号）第１０７条に規定する市町村地域福祉計画として

位置づけられています。

なお、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき策定する「成年後見制度利用

促進基本計画」及び「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき策定する「再犯防止推

進計画」を本計画に包含しています。

（２） 関係計画等との関係

本計画は、仙北市総合計画のもと、福祉等分野に関する各種計画の上位計画として、地

域福祉の推進における理念や基本的な方向を明らかにするものです。

１ 「我がこと・丸ごと」包括的な支援体制づくり

２ 「住み慣れた地域で暮らす」安心できる福祉のまちづくり

３ 「人と地域がつながる」持続可能な環境づくり

仙北市地域福祉活動計画
（仙北市社会福祉協議会）

仙北市総合計画
～幸福度全国Ｎｏ.1を目指すまち～

地域福祉に関する基本目標
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第２章　地域福祉を取り巻く現状

１．人口構造等

（１）仙北市の人口と世帯数の推移

○人口と世帯数の推移

平成１７年９月２０日仙北市が誕生したときの人口は、３３,０００人を超えていました

が、毎年２～３％近く減少していて、令和２年には２６,０００人、令和５年には２４，０００人

を下回り、人口減少に歯止めがかからない状況です。

世帯数も、人口と同じく減少の一途をたどっています。総人口の推移をみると、７５歳上

の人口割合が増え続け、令和２１年（２０３９年）には、５０％を上回る見込みです。
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○年齢別人口

仙北市の人口構造は、７０～７４歳代が一番多く全体の１０．８％を占めています。中でも

７０～７４歳代の女性は全人口中最も多く５．９％にあたります。６５歳以上の高齢者は１０,

５６２人で全体の約４４．３％です。今後ますます高齢化は進んでいきます。



７

（２）出生の動向

○出生数の推移

出生数は、平成３０年から１００人を割り、その後も増減を繰り返しながらも、減少傾向

にあります。今後、秋田県全体の出生数と同様に減少の傾向で推移すると予想されます。
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２．福祉施策の状況

（１） 障がい者支援

「仙北市第４次障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画」(令和

６年３月作成)に基づき、障がい者（児）、難病等の障がいのあるすべての人（以下「障がい

者等）という。）の生活全般にわたり支援できる体制を整備し、障がい者等の自立に向けた

環境づくりを推進します。

共生社会の実現、障がいへの理解促進、障がいの特性や性別、年齢への配慮など障害者

基本計画の考え方を基本視点とし、「暮らす人、訪れる人 ともにいきいきとすごせる幸福度

の高いまちを目指して」を計画の理念として、３つの目標を定め各施策を展開します。

目標１「生活支援」では、相談・情報提供の充実、健康づくりの推進、生活支援の推進を

図るための各種施策を実施します。目標２「社会参加」では、育成支援、就労の促進、社会

参加活動への参加促進を推進するための取り組みを進めます。目標３「地域のバリアフリー

化と安心づくり」では、心のバリアフリーの推進、安心できる生活環境づくりの推進を図るた

めの環境づくりに努めます。

関係者及び関係機関との連携や協働を推進し、市民、事業者、行政が一体となって障が

い者等を支えるネットワークの構築を目指していくうえで、仙北市障害者総合支援協議会を

中核として地域の障がい福祉に関するシステムづくりを推進しています。

（２） 子育て支援

「仙北市子ども・子育て支援事業計画」(平成２７年３月作成）に基づき、質の高い教育・

保育及び地域子ども・子育て支援事業を計画的に実施しています。「子どもの笑顔をみんな

で支え合うまち仙北」の理念のもと、①地域ぐるみで子育てを支える仕組みづくり、②子ど

もを健やかに生み育てる環境づくり、③たくましい子どもを育む教育・保育の環境づくり、

④子ども・子育てにやさしい生活環境づくり、⑤子育てと仕事の両立を支援する環境づく

り、⑥子どもの安全・安心を守る環境づくり、⑦子どもの健やかな育ちを支える環境づく

り、以上の７つの目標を掲げ、総合的に施策を展開しています。子ども・子育て支援の推進

を図るため、①施設型給付、②地域型保育給付、③地域子ども・子育て支援事業により、多

様化する保育ニーズに対し各種保育事業や放課後児童クラブ等の事業を実施しながら、次

世代育成支援の推進も図っています。



９

（３）高齢者支援

「仙北市高齢者福祉計画」と「大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事業計画」（平成

３０年３月作成）に基づき、地域包括ケアの推進を念頭に、関連施策を推進しています。

高齢者福祉計画は、「笑顔・安心・支え合い」の理念のもと、目指す姿と目標を次の

４つとしています。

１．高齢者が健康でいきいきと活動し、「健康であることの喜びを実感るまち」を目指し、

自立支援、介護予防・重度化防止を推進する。２．若い世代から健康増進・介護予防を

推進し、健康寿命の延伸を図るまちを目指し、健康寿命の延伸に向けた健康増進事業を

推進する。３．高齢者が自立できるための施策や、介護予防・重度化防止に取り組むま

ちを目指し、地域包括ケアシステムを深化・推進する。４．高齢者・障がい者子ども等、

すべての市民が支え合い、必要な支援が包括的に提供される地域共生のまちを目指し、「地

域共生のまち」を推進する。

これらについて、それぞれの目標のもと、重点項目に沿った各種施策・事業を展開して

います。

介護保険事業計画は、「住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくり」の理念のもと、

地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた施策の推進という目標を掲げ、介護保険サー

ビスの充実と円滑な運営の推進、地域支援事業の充実と円滑な運営の推進を図るため、

各種施策を実施しています。

高齢者ができる限り要介護状態にならずに生き生きと地域で暮らせること、要介護状態

になっても状態の悪化を防ぎ、できるだけ自立した生活を送れるように、介護保険制度の

持続性を維持しつつ、地域の課題を「我がこと」ととらえ、地域「丸ごと」で解決に向

けた連携の取り組みを推進しています。

（４）低所得者支援

平成２７年度から始まった生活困窮者自立支援制度のなかで、市が事業委託している

市社会福祉協議会の「仙北市自立相談応援センター」において相談業務等により経済的

困窮者の支援を実施しています。

生活保護受給世帯は人口減少とともに減ってきてはいますが、世帯数や人数の増減に

関わらず、最後のセーフティーネットとして、最低限度の生活保障と自立の支援を目的とし

て適切に実施しています。



１０

（５）健康づくり

「第３期けんこう仙北２１計画」（令和６年３月）に基づき「市民の健康寿命を延伸し、

一人ひとりが優しさにあふれ、ともに支え合い生涯健康で心豊かに生活できる地域を実現

する」という基本目標のもと健康づくりを推進していきます。

健康寿命の延伸を目指し（１）子どもから高齢者まですべての市民が取り組める健康

づくり、（２）個人の行動変容と健康状態の改善（生活習慣病発症予防・重症化予防、

こころやフレイル予防の健康づくり）（３）健康づくりを支える社会環境の充実の３つの

基本方針に、９つの分野（妊娠・出産、栄養・食生活、身体活動と運動、休養とこころ、

たばこ、アルコール、歯と口腔、健康管理、フレイル）ごとに生涯を経時的に捉えた健

康施策を展開し、市民の健康増進の総合的な推進を図ります。

また「第２期仙北市自殺対策計画」（令和６年３月作成）に基づき、市民の自殺対策

を推進します。仙北市の自殺死亡率の減少及び幸福度の上昇を目標に、①地域における

ネットワークの強化、②自殺対策を支える人材の育成、③市民への啓発と周知、④生きるこ

との促進要因への支援、⑤子どものＳＯＳの出し方に関する教育を基本施策としています。

そのための重点施策として、①高齢者の自殺対策の推進、②生活困窮者自立支援事業と自

殺対策との連動性の向上、③勤務問題に関わる自殺対策の推進、④子ども・若者向け自

殺対策の推進、⑤女性に対する支援を行います。
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（１）障害者手帳の状況

障害者手帳：
に関する法律に基づいて手帳が交付される。

件 件 件

①身体障害者手帳所有者の状況

視覚障害
１級
２級
３級
４級
５級
６級

聴覚・平衡機能障害
１級
２級
３級
４級
５級
６級

音声・言語機能障害
１級
２級
３級
４級
５級
６級

肢体不自由
１級
２級
３級
４級
５級
６級

内部障害
１級
２級
３級
４級
５級
６級

合計

３．要支援者の状況

障　害　者　福　祉

（３月３１日現在）

身体障害者手帳

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉

令和２年度 令和３年度 令和４年度

療育手帳

精神障害者
保健福祉手帳

３種合計

令和２年度 令和３年度 令和４年度
　　　　　（３月３１日現在　単位：人）



１２

②身体障害者手帳等級別所有者数

③療育手帳児・者別所有者数

④療育手帳区分別所有者数

Ａ（重症心身・最重度・重度）

Ｂ（中度・軽度）

合　　　　計

⑤療育手帳所有者の状況

施設
入所

在宅 計
施設
入所

在宅 計
施設
入所

在宅 計
施設
入所

在宅 計
施設
入所

在宅 計
施設
入所

在宅 計

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

男

女

計

男

女

計

男

女

計

男

女

計

男

女

計

男

女

計

６級 計

令和２年度

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

令和４年度

令和３年度

令和２年度 令和３年度 令和４年度

１８歳未満

１８歳以上

合　　計

区　　　　分 令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和４年度

１８歳以上 １８歳未満 １８歳以上 １８歳未満 １８歳以上 １８歳未満

（3月31日現在　単位:人）

（3月31日現在　単位:人）

（3月31日現在　単位:人）

（3月31日現在　単位:人）

軽
　
度

中
　
度

重
　
度

最
重
度

重
症
心
身

総
　
数

区分

令和２年度 令和３年度
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⑥療育手帳申請等の状況

⑦精神障害者保健福祉手帳所有者数

件 件 件

（２）障害者総合支援

１）自立支援給付

①障害支援区分認定者数の状況

新規申請 再交付 返還 諸変更 計

令和３年度　

件 件 件 件 件

令和２年度　

令和２年度 令和３年度 令和４年度

１ 級

令和４年度　

合　計

身体障がい、 知的障がい、 精神障がいのある方々が、 地域でいきいきと 安心し て暮ら せる

よう障害者総合支援法に基づき「自立支援給付」を中心とした総合的なサービスを提供する。

２ 級

３ 級

知 精 難病 計 身 知
区　　　分

身 知 精 難病 計 身

令和２年度 令和３年度 令和４年度

精 難病 計

区　分　１

非　該　当

区　分　２

区　分　３

区　分　６

区　分　５

区　分　４

（3月31日現在）

（3月31日現在　単位:人）

(3月31日現在、単位：人)

合　　　計
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②障害福祉サービス給付の状況

身 知 精 難病 計 身 知 精 難病 計 身 知 精 難病 計

訪問系サービス

重度訪問介護

行動援護

同行援護

重度障害者等包括支援

日中活動系サービス

自立訓練（宿泊型）

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

療養介護

短期入所

居住系サービス

共同生活援助

施設入所支援

サービス利用計画作成費

身 知 精 難病 計 身 知 精 難病 計 身 知 精 難病 計

障害児通所支援

児童発達支援

医療型児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

サービス利用計画作成費

（3月31日現在、単位：人)

(3月31日現在、単位：人)

合　　　　　計

合　　　　　計

※障害児通所給付（児童福祉法に基づくサービス）の状況

生活介護

居宅介護

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 令和４年度
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③自立支援医療の状況

　○更生医療

　○精神通院医療

④補装具の交付及び修理の状況

交　付 修　理 交　付 修　理 交　付 修　理

（単位：件）

受　給　者　数

令和２年度 令和３年度 令和４年度

義　     　肢
義 手

義 足

装　     　具
下 肢

靴 型

品　  　       　目
令和２年度 令和３年度 令和４年度

合　　　      　　　計

（単位：件）

（単位：件）

電 動 車 い す

座 位 保 持 い す

高 度 難 聴 用 耳 掛 型

令和２年度 令和３年度 令和４年度

受　給　者　数

歩 行 器

頭 部 保 持 具

座 位 保 持 装 置

盲 人 安 全 つ え

義 眼

眼 鏡

補　聴　器

高度難聴用ポケッ ト 型

そ の 他

重度難聴用ポケッ ト 型

重 度 難 聴 用 耳 掛 型

人　　　工　　　　　内　　　耳

排 便 補 助 具

歩 行 補 助 つ え

重 度 障 害 者 用 意 思 伝 達 装 置

起 立 保 持 具

車　い　す
普 通 型

そ の 他
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２）地域生活支援事業

①仙北市障害者等相談支援事業

　内容：障がい福祉に関する相談支援事業を一部委託する。

②仙北市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業

　内容：聴覚、言語、音声などの障がいがある方へ手話通訳者・要約筆記者等を派遣する。

③仙北市重度障害者等日常生活用具給付等事業

　内容：日常生活支援のための用具を給付する。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

事　業　所　数

　　　地域生活支援事業は、障害者総合支援法に基づき、仙北市と近隣市町村、秋田県が協力して

　　地域の実情に応じた事業を行う。

（単位：件）

指定相談支援事業所　愛仙 仙北市西木町西荒井字番屋94-1

令和２年度 令和３年度 令和４年度

相　談　総　数

事　業　所　名 住　　　　所 電話番号

（単位：件）

介護・訓練支援用具

自立生活支援用具

年間延べ件数

令和２年度 令和３年度 令和４年度

（単位：件）

排泄管理支援用具

住宅改修費

在宅療養等支援用具

情報・意思疎通支援用具

年間利用件数
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④仙北市福祉ホーム事業

　内容：福祉ホームの利用に対し、施設に支援する。

⑤仙北市障害者訪問入浴サービス事業

　内容：入浴車により在宅で入浴サービスを提供する。

身 知 精 計 身 知 精 計 身 知 精 計

⑥仙北市日中一時支援事業

　　　　提供し支援する。

⑦仙北市生活サポート事業

　内容：障害支援区分非該当の方にヘルパーを派遣する。

身 知 精 計 身 知 精 計 身 知 精 計

⑧仙北市声の広報等発行事業

　内容：視覚などに障がいのある人に声の広報を届ける団体に補助する。

　　補助団体数

　　会員数　　　　　(人）

　　利用者数　　　　(人）

⑨仙北市障害者自動車運転免許取得費助成事業

　　 仙北市身体障害者用自動車改造費助成事業

　内容：障がいのある人が就労や社会参加のため運転免許取得や車の改造に要する費用に対し

 　   助成する。

年間利用者延べ人数

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 令和４年度

（単位：人）

（単位：件）

年間延べ件数

　内容：家族の就労支援及び一時的な休息のため、障がい者等の日中における活動の場を

令和２年度 令和３年度 令和４年度

計 実人数 計 実人数 計 実人数

（単位：回、人）

年間利用実人数

（単位：人）

日中一時支援

令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和２年度 令和３年度 令和４年度

（単位：件）

自動車改造費助成事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度

自動車運転免許取得費助成事業
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（３）特別障害者手当

①特別障害者手当等受給者数

人 人 人

②特別障害者手当諸申請件数

件 件 件 件 件 件 件 件 件

③特別障害者手当等支給状況

令和3年4月から 令和4年4月から

特別障害者
手　　当

　 ２０歳以上の在宅者で、重度身体障
がい又は重度知的障がいなどで常時介
護を要するものに支給する。

令和４年度

障害児福祉
手　　当

　 ２０歳未満の在宅児で、重度身体障
がい又は重度知的障がいなどで常時介
護を要する児に支給する。

福祉手当
（経過措置）

　 従来の福祉手当の受給者のうち特別
障害者手当の支給要件に該当せず、かつ
障害基礎年金も受給できない者に支給さ
れる。

(単位：円)

特別障害者
手     当

令和２年度 令和３年度

福祉手当
(経過措置）

新　規 喪　失 死　亡

障害児福祉
手    当

合　　計

計
特障 障害児 特障 障害児 障害児特障 障害児 特障

却　下

令和３年度

令和２年度

令和２年度 令和３年度 令和４年度

延月数 支給総額 延月数 支給総額 延月数 支給総額

令和４年度

月 円 月 円 月 円

障害児福祉
手　　当

特別障害者
手　　当

計

福祉手当
（経過措置）
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（１）家庭児童相談状況

（知的障害等）

（育児・しつけ）

（２）療育訓練事業

（ 虐 待 相 談 ）

（ そ の 他 ）

児    童    福    祉

相  談  内  容 令和2年度 令和3年度 令和4年度

養 護 相 談

(単位：件)

非 行 相 談

育 成 等 相 談

保 健 相 談

障 害 相 談

（ 適 性 ）

（ 性 格 行 動 ）

（ 不 登 校 ）

　　※　家庭相談員…子どもの健やかな成長と安定した生活ができるよう指導助言を行う。

    幼児健康診査や巡回相談等で、発達に指導の必要を認められた仙北市在住の就学前児童に

  適応性訓練並びに身辺自立訓練を行うとともに、保護者の療育知識、技術の向上を図る。

令和2年度 令和3年度 令和4年度

そ の 他 の 相 談

合      計

参　加　人　数 9人 14人 12人
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（３）児童手当の状況

　つき 　０歳～３歳未満（所得制限あり）

　３歳～小学校終了前（所得制限あり）

  (第１子・第２子）

  (第３子以降）

中学生（一律）

特例給付 を支給した。

１５，０００円

１０，０００円

１５，０００円

１０，０００円

　５，０００円

  　０歳以上１５歳に到達してから最初の年度末（３月３１日）までの間にある日本国内に

　居住する児童（留学中を除く）を養育している日本在住の養育者に対して、子ども一人に

※令和４年６月分から、受給者の所得が所得制限額を超過した場合は「特例給付」、

　所得上限限度額を超過すると支給対象外となった。

区            分 令和３年度 令和４年度

被 用 者
延支給対象児童数 2,117人 1,866人

支  　給  　額 31,755,000円 27,990,000円

０歳から
非 被 用 者

延支給対象児童数 440人 386人

３歳未満 支  　給  　額 6,600,000円 5,790,000円

被 用 者
延支給対象児童数 11,403人 10,672人

支  　給  　額 120,400,000円 112,950,000円

特 例 給 付
延支給対象児童数 26人 20人

支  　給  　額 130,000円 100,000円

３歳以上
非 被 用 者

延支給対象児童数 2,223人 1,946人

小学校修了前 支  　給  　額 23,805,000円 20,850,000円

被 用 者
延支給対象児童数 4,999人 4,730人

支  　給  　額 49,990,000円 47,300,000円

特 例 給 付
延支給対象児童数 242人 191人

支  　給  　額 1,210,000円 955,000円

小学校修了後
非 被 用 者

延支給対象児童数 899人 817人

中学校修了前 支  　給  　額 8,990,000円 8,170,000円

合    計
延支給対象児童数 22,399人 20,683人

支  　給  　額 243,130,000円 224,380,000円

特 例 給 付
延支給対象児童数 50人 55人

支  　給  　額 250,000円 275,000円



２１

（４）児童扶養手当の状況

　歳未満で、政令の定める程度の障害状態にある児童をいう。なお、前年の所得額が一定限

　度額を超えている場合は支給停止がある。

（５）特別児童扶養手当の状況

受　給　者　数 229人 219人 192人

支　　給　　額 113,880,590円 105,029,130円 94,494,350円

 　 ひとり親家庭の児童（父母の離婚や死亡等）および父母の障害等による養育を受けられ

　ない児童を監護する父、もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している人に支

　給する。 支給対象となる児童は、１８歳に到達して最初の ３月３１日までの児童又は ２０

区　　　分 令和２年度 令和３年度 令和４年度

令和2年4月1日以降 令和4年4月1日以降

手当（月額）

1人目 43,160～10,180円 43,070～10,160円

2人目 10,190～5,100円 10,170～5,090円

3人目以降 6,110～3,060円 6,100～3,050円

区　　　分 令和２年度 令和３年度 令和４年度

手当（月額）
1　級 52,500円 52,400円

2　級 34,970円 34,900円

受　給　者　数 79人 81人 85人

区　　　分 令和2年4月1日以降 令和4年4月1日以降

障害のある20歳未満の児童を監護する父、若しくは母、又は父母にかわってその児童

を養育している人に支給する。なお、前年の所得額が一定限度額を超えている場合は支

給停止がある。児童が児童福祉施設に入所している場合、日本国内に住所を有しない場

合は対象にならない。



２２

①　保育実施状況

2・3

2・3

2・3

2・3

2・3

市立白岩小百合保育園 2・3

市立角館西保育園 2・3

市立中川保育園 2・3

2・3

事業所内保育施設

家庭的保育施設

小　　計

※認定区分 ※ 福祉行政報告例

1号 3歳以上で教育を受ける子ども 　　広域入所受託児童一覧参照

2号 3歳以上で保育が必要な子ども

3号 3歳未満で保育が必要なこども

（６）保育園等の状況

　　　　　　　　　年齢区分
 　施設名

認定
区分
（号）

定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 小計 計

（令和5年3月1日現在　単位：人）

認
定
こ
ど
も
園

私立だしのこ園

私立神代こども園

私立にこにここども園

私立ひのきないこども園

私立角館こども園

他
の
保
育
施
設

合　　　　　　計

※ 広域入所児童数含む

認
可
保
育
所

小　　計



２３

②　一時保育事業

市内 市外 計 市内 市外 計 市内 市外 計

３歳未満児 43人 13人 53人 2人

３歳以上児 1人

３歳未満児 6人 8人 5人 8人

３歳以上児 2人

３歳未満児 27人 23人 3人 13人 5人

３歳以上児 19人 9人

３歳未満児 10人 1人 2人

３歳以上児 1人

３歳未満児 9人 4人

３歳以上児

３歳未満児 95人 45人 8人 76人 11人

３歳以上児 2人 19人 2人 9人

（７）子育て支援拠点事業

　などを行うほか、未就学児の親子を対象とした集いの広場を開催する。

電話 面接 電話 面接 電話 面接

だしっこルーム

認定こども園だしのこ園

わいわい広場

認定こども園神代こども園

おひさまルーム

認定こども園角館こども園

なかよしルーム

認定こども園にこにここども園

さくらんぼルーム

認定こども園ひのきないこども園

さくラッコ

子育て拠点施設

188回 5件 261回 17件 5件 171回 9件

認定こども園
だしのこ園

44人 13人 55人

認定こども園
神代こども園

6人 15人 8人

　家庭で保育を受けることが一時的に困難な乳幼児を預かる事業。

実施施設 区分

令和２年度 令和３年度 令和４年度

利用児童数（延人数） 利用児童数（延人数） 利用児童数（延人数）

認定こども園
ひのきないこども園 9人 4人

合　　計 116人 55人 96人

認定こども園
角館こども園

46人 26人 27人

認定こども園
にこにここども園

11人 1人 2人

　　子育てに関する情報提供、育児不安等についての相談指導や、子育てサークルの育成支援

名　　称

開 設
年 度

令和２年度 令和３年度 令和４年度

指定施設
集 い の
広 場 等
実施回数

相談件数 集 い の
広 場 等
実施回数

相談件数 集 い の
広 場 等
実施回数

相談件数

平成15年度 36回 25回 38回

平成17年度 36回 48回 31回

5件

平成18年度 32回 4件 22回 3件 32回 1件

平成18年度 21回 14回 7件 2件 24回

3件

合　　計

11回

平成26年度 38回 129回 4件 3件

平成16年度 25回 1件 23回 3件

35回



２４

（１）母子家庭の状況

①母子世帯数の推移

②年齢別世帯数 （各年度8月1日現在　単位：件）

③母の就労状況 （各年度8月1日現在　単位：人）

④児童の状況

母 子 ・ 父 子 福 祉

年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

世帯数

（各年度8月1日現在　単位：件）

60歳以上 計

R2年度

年度 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

R4年度

R3年度

計

R2年度

年度 自 営 常 勤
内職・
日雇等

無 職 不 明

就業 無職 その他 計義務教育 高校
高専

R4年度

R3年度

短大 大学
専修学
校
その他小学校中学校 小計

年度 就学前

就 学

R3年度

R2年度

R4年度

（各年度8月1日現在　単位：人）



２５

⑤母子世帯になった原因 （各年度8月1日現在　単位：件）

⑥公的年金・生活保護等の受給状況 （各年度8月1日現在　単位：件）

※内訳の各項目は実数のため、１人の受給者が重複して計上されることもあることから、

「受給している」欄の数値と各項目の合計は一致しない。

⑦母子生活支援施設入所状況 （各年度4月1日現在）

年度
死 別

離婚 遺棄
行方
不明

未婚
の母

配偶
者障
害

その
他

計
病死

交通
事故

産業
災害

その他 小計

R2年度

R3年度

R4年度

年度

公 的 年 金 生 活 保 護

受給し
ている

内 訳
受給し
ている

内 訳

児童扶
養手当

児童手当 遺族年金 その他 医 単 併 給

R2年度

R4年度

0人 0人 3人

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

世　帯　数 1世帯 0世帯 0世帯 1世帯

人 員 2人

区 分

R3年度
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（２）父子家庭の状況

①父子世帯数の推移

②年齢別世帯数 （各年度8月1日現在　単位：件）

③父の就労状況 （各年度8月1日現在　単位：人）

④児童の状況 （各年度8月1日現在　単位：人）

年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

世帯数

60歳以上 計

R2年度

年度 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

R4年度

R3年度

計

R2年度

年度 自 営 常 勤
内職・
日雇等

無 職 不 明

年度 就学前

就 学

就業 無職 その他

R4年度

R3年度

計義務教育 高校
高専

短大 大学
専修
学校

その他小学校 中学校 小計

R3年度 １

R2年度

R4年度

（各年度8月1日現在　単位：件）



２７

⑤父子世帯になった原因

⑥公的年金・生活保護等の受給状況

※内訳の各項目は実数のため、１人の受給者が重複して計上されることもあることから、

「受給している」欄の数値と各項目の合計は一致しない。

計
病死

交通
事故

産業
災害

その他 小計
年度

死 別
離婚 遺棄

行方
不明

未婚
の父

配偶
者
障害

その他

R3年度

R2年度

R4年度

（各年度8月1日現在　単位：件）

年度

公 的 年 金 生 活 保 護

受給し
ている

内 訳 受給し
ている

内 訳

児童扶
養手当

児童手当 遺族年金 その他 医 単 併 給

（各年度8月1日現在　単位：件）

R3年度

R4年度

R2年度
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（３）母子父子相談員の相談指導状況

住  宅

病  気

障  害

その他

夫等の暴力

その他

求職・転職

資格取得・職業訓練

職場の悩み

その他

結  婚

養育費

借  金

その他

保育所入所

虐    待

そ の 他

教  育

非  行

就  職

その他

貸 付

償 還

公的年金

児童扶養手当

生活保護

税

そ の 他

売店設置（法第２５条）  

たばこ販売（法第２６条）

母子世帯向公営住宅（法第２７条）

母子福祉施設の利用

母子生活支援施設（児童福祉法第３８条）

※母子父子自立支援員…母子父子家庭の相談、自立に必要な情報提供及び指導等を行う。

（単位：件）

　 区 分 R2年度 R3年度 R4年度

生
活
一
般

医療・健康

家庭紛争

就    労

小 計

児

童

養    育

経
済
的
支
援
・
生
活
援
護

母子父子寡婦
福祉資金

小 計

小 計

小 計

合 計

そ
の
他



２９

（４）児童福祉施設入所状況（令和５年４月１日現在）

①知的障害児施設

②児童養護施設

③児童自立支援施設

④乳児院

⑤医療型障害児入所施設

所 在 地 施 設 名 入 所 者 数

秋 田 市 　若　竹　学　園 2人

横 手 市 　県　南　愛　児　園 2人

合 計 １  施  設 2人

所 在 地 施 設 名 入 所 者 数

合 計 １  施  設 2人

所 在 地 施 設 名 入 所 者 数

所 在 地 施 設 名 入 所 者 数

秋 田 市 　千　秋　学　園 1人

合 計 １  施  設 1人

秋 田 市 　秋田赤十字乳児院 1人

合 計 １  施  設 1人

合 計 １  施  設 1人

所 在 地 施 設 名 入 所 者 数

秋 田 市 　秋田県立医療療育センター 1人



３０

（１）令和４年度　高齢者福祉主要施策

費用徴収

高　齢　者　福　祉

事業名 事業内容 対象者

老松荘運営
管理事業

 高齢者の憩いの場を提供する。

梅園維持
管理事業

 高齢者が積極的に社会参加することを目的
 として寄進された梅園の維持管理をする。

敬老祝い金
支給事業

 ９月１５日の基準日に満８０歳を迎えた方々
 と１００歳の誕生日を迎えた方へ祝金を
 支給する。
　　８０歳へ　　　　５，０００円
　１００歳へ　　１００，０００円

仙北市に支給日以前
引き続き３年以上居
住している対象年齢
の方

設置、取外しは
無料
利用料は月600円

高齢者生きがい
通所事業

 高齢者が、仙北市多世代交流施設を活用し
 生きがい感の高揚や永年住み慣れた地域社
 会の中で引き続き生活できる状態を維持す
 ることを支援する。

おおむね６５歳以上
の高齢者で介護保険
法によるサービス非
該当の者

使用料
1回300円

緊急通報装置給付・
貸付事業

 在宅のひとり暮らしの高齢者等に対し、急
 病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応
 を図るため、容易に通報できる装置を貸与
 する。

おおむね６５歳以上
のひとり暮らしの高
齢者、重度身体障害
者等

介護タクシー利用助
成事業

 介護保険適用外の利用となる医療機関への
 入退院及び通院等のため、市内事業所が提
 供する介護タクシーを利用した場合に費用
 の一部を助成する。

要介護度３以上の認
定を受けた在宅の要
介護者

介護タクシー利
用にかかった費
用の２分の１を
助成

高齢者共同生活
（相互援助ホーム）

支援事業

 冬期間（１１月から翌年４月まで）、家庭
 の事情により養護を必要とする高齢者に対
 して、一時的に施設において養護すること
 により、高齢者及びその家族の日常生活を
 支援する。

仙北市に居住し６５
歳以上の高齢者で、
家庭の事情により養
護を必要とする者等

使用料1日
2,300円



３１

（２）年齢別高齢者の状況

年度

(人)

(人)

(％)

②６５歳以上のひとり暮らしと高齢者のみの世帯の状況

※施設等入所者を除く

合計

（３月３１日現在）（単位：人）

区分/年齢 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～94 95～99 100～

男

計

計

女

男

女

男

計

令和２年度 令和３年度 令和４年度

女

総　人　口

①６５歳以上人口

令和２年度 令和３年度 令和４年度

（3月31日現在）

ひとり暮らし世帯

65歳以上人口

比 率

（7月1日現在　単位：件）

高齢者世帯



３２

（３）敬老祝い金事業

※９月１５日の基準日に満８０歳を迎えた方々と１００歳の誕生日を迎えた方へ

祝金を支給する。

敬老祝い金対象者数

円 ３７６ 人 ３３３ 人 ３２２ 人

円 １０ 人 ２０ 人 １８ 人

（４）介護予防・生活支援事業の状況

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

（５）老人クラブの状況

６０歳以上の人口 人 人 人

老人クラブ数 (ｸﾗﾌﾞ)

老人クラブ会員数 人 人 人

老人クラブ加入率 ％ ％ ％

８０歳

１００歳

祝　　い　　金 令和２年度 令和３年度 令和４年度

事 業
実利用者数

令和２年度 令和３年度 令和４年度

高齢者共同生活支援事業 １０ ７ ９

生きがい通所支援事業 １５ １８ １５

緊急通報給付・貸与事業 ３５ ３２ ３５

外出支援サービス事業

介護タクシー利用助成事業 ２２ ２３ １９

（3月31日現在）

令和２年度 令和３年度 令和４年度



３３

（１）要介護認定関係

①申請受付数 （単位：人）

年度

（3月31日現在　単位：人）

年度

③居宅サービス利用者数 （3月31日現在　単位：人）

年度

介　護　保　険

区　分 新　規 更　新 変　更 計

総　数

第１号

第２号

総　数

第１号

第２号

総　数

第１号

第２号

②認定者数

区　分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

第１号

第２号

総　数

第１号

第２号

第１号

総　数

第２号

総　数

区　分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

第２号

第１号

第１号

総　数

第２号

第１号

総　数

第２号

総　数



３４

④地域密着型サービス利用者数 （3月31日現在　単位：人）

年度

⑤施設サービス利用者数 （3月31日現在　単位：人）

年度

⑥サービス利用者割合 （3月31日現在　単位：人、%）

区　分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

第１号

第２号

第１号

総　数

第２号

総　数

第１号

第２号

区　分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 計

総　数

総　数

第１号

第２号

総　数

第１号

第２号

区分
認定者総数 サービス利用者総数 サービス未利用者数 サービス利用率

年度

総　数

第１号

第２号
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（２）給付関係

（3月31日現在　単位：人）

（単位：人）

（単位：人）

訪 問 介 護 （ ホ ー ム ヘ ル プ ）

訪 問 入 浴

訪 問 看 護

訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

居 宅 療 養 管 理 指 導

通 所 介 護 （ デ イ サ ー ビ ス ）

①サービス別利用者数

種　 　　類 令和２年度 令和３年度 令和４年度

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

グ ル ー プ ホ ー ム

地 域 密 着 型 特 定 施 設

地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護

計

通 所 リ ハ ビ リ （ デ イ ケ ア ）

シ ョ ー ト ス テ イ （ 短 期 生 活 ）

シ ョ ー ト ス テ イ （ 短 期 療 養 ）

福 祉 用 具 貸 与

特 定 施 設 入 所 者 生 活 介 護

認 知 症 対 応 型 通 所 介 護

③市町村特別給付事業利用者数（非課税世帯のみ対象）

家 族 介 護 用 品 支 給 事 業

福 祉 用 具 購 入

住 宅 改 修

種　 　類 令和２年度 令和３年度 令和４年度

②その他のサービス利用者数

種　 　類 令和２年度 令和３年度 令和４年度
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（１）地域支援事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度

延71人 延99人

延20人 利用実績なし 利用実績なし

2,244件 2,340件 2,262件

18件 25件 30件

令和２年度 令和３年度 令和４年度

実125人 実17人 実20人

延468人 延206人 延315人

14回 27回 51回

延183人 延166人 延358人

（令和5年4月1日現在）

名　　称 仙北市包括支援センター

住　　所 〒014-0392　秋田県仙北市角館町中菅沢８１番地８

設 置 年 平成18年4月1日

配置職員
所長１名・参事１名・保健師３名・社会福祉士２名・主任介護支援専門員２名
生活支援コーディネーター２名・認知症地域支援推進員１名・会計年度任用職員２名

※計１４名

介護予防・生活支援サービス
事業

要介護状態の予防及び地域において
生きがいを持ちながら自立し た日常
生活が送れるよう 支援

訪問型サービスＡ
　（単独型）

買物・調理・洗濯掃除の生活援助を
実施し、利用者の自立した生活継続
を支援する。

通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

H29年度総合事業開始に伴い、生活
機能の改善に向けた運動機能の向上
を目的とした効果的な介護予防プロ
グラムを実施。

介護予防ケアマネジメント
　（※注①）

総合事業利用者に対し、状況に応じ
たサービスが提供されるよう必要な
支援を行う。

事業対象者への支援
基本チェックリストの実施により事
業対象者と判定された方を総合事業
利用へつなぐ。

一般介護予防事業
65歳以上全ての人を対象とし 、 自主
的な活動の育成や支援

運動器の機能向上

転倒骨折の予防及び加齢に伴う運動
器の機能低下の予防、向上を図る。
ストレッチや有酸素運動、簡易的な
器具を用いた運動や健康全般に関す
る講話などの教室を開催。R3年度よ
り水中運動教室を開催。

介護予防普及啓発事業
介護予防の基本的な知識を普及啓発
するため、教室を開催。

包 括 支 援 セ ン タ ー 

仙北市包括支援センターは、住み慣れた地域でその人らしく望む生活ができるよう、地

域包括ケアシステムの構築に向けた事業を進めるとともに、65歳以上の方を対象に介護

予防事業や権利擁護及び健康や福祉・医療についての総合相談に応じています。

また、利用者が可能な限り自宅において、自立した生活を営むことができるよう介護予

防サービス計画を作成する「介護予防支援事業所」の指定を受けています。
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実施 実施 実施

7回
52人

3回
13人

１回
6人

令和２年度 令和３年度 令和４年度

1,657件 1,503件 1,521件

113件
(1件虐待認
定)

89件
(2件虐待認
定)

95件
（2件虐待認
定）

研修会2回
91人
連絡会議7回
54人

研修会2回
75人
連絡会議7回
119人

研修会2回
84人
連絡会議10
回114人

令和２年度 令和３年度 令和４年度

協議会1回
7人
医療・介護
事業所一覧
更新

協議会2回
研修1回30人
医療・介護
事業所一覧
更新

協議会2回
34人
研修会3回
49人
医療・介護
事業所一覧
更新

養成講座1回
26人
フォロー
アップ講座
1回12人
仙北市生活
に関するお
助けガイド
簡易版作成

養成講座1回
17人
フォロー
アップ講座
1回17人
仙北市生活
に関するお
助けガイド
簡易版作成

養成講座2回
14人
フォロー
アップ講座
1回11人
「仙北市集
いの場お助
け一覧」作
成

チーム対応
0件

チーム対応
0件

チーム対応
0件

認知症カ
フェ
新型コロナ
ウィルス
感染症のた
め補助中止

認知症カ
フェ5か所
（補助）
包括直営カ
フェ1か所

認知症カ
フェ5か所
（補助）
包括直営カ
フェ3か所

包括的支援事業（ 地域包括支
援センター運営分）

地域における総合相談及び包括的・
継続的なケア体制の構築

地域住民グループ支援事業

介護予防に関するボランティア等の
人材を育成するための研修や、多様
な地域活動組織の育成及び支援を行
う。

補助
１団体

一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画において定める目
標値の達成状況等の検証を行う。

地域リハビリテーション活動
支援事業

リハビリテーションに関する専門職
が介護事業所を対象に講座を行う。

新型コロナ
ウィルス感
染症のため
補助中止

補助
4団体

総合相談支援事業
「高齢者のなんでも相談」として来
所・訪問・電話の相談及び支援を実
施。

権利擁護事業
高齢者虐待への対応、成年後見制度
等の相談を行う。

包括的・継続的ケアマネジメ
ント事業

地域の関係機関との連携、ケアマ
ネージャーへの資質向上支援及び後
方支援。

包括的支援事業
（ 社会保障充実分）

地域包括ケアシステム深化及び推進

在宅医療・介護連携推進事業
在宅医療と介護を一体的に提供する
ため関係者間の連携と情報共有体制
の推進を図る。

生活支援体制整備事業
日常生活上の支援体制の強化や高齢
者の社会参加を一体的に推進する。

認知症初期集中支援事業
認知症の専門職によって構成された
チームで、早期発見・早期診断につ
なげる。

認知症地域支援・ケア向上事
業

認知症地域支援推進員を中心に支援
体制の強化とケアの向上を推進す
る。
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14回 14回 14回

令和２年度 令和３年度 令和４年度

１回
実23人

１回
実8人

１回
実13人

2回
延42人

1回
延8人

2回
延21人

実18人
延192人

実25人
延193人

実17人
延75人

助成1件 助成2件 助成1件

4件 1件 2件

サポーター
養成講座
3回 62人
市内小中学
校11校399人
に資料、缶
バッチを配
布

ｻﾎﾟー ﾀｰ養成
講座7回81
人,認知症ｽ
ﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ教
室1回17人,
認知症ｷｬﾗﾊﾞ
ﾝﾒｲﾄ研修会1
回9人,市内
小中学校6校
360人に資
料,缶ﾊﾞｯﾁを
配布

ｻﾎﾟー ﾀｰ養成
講座15回388
人,認知症ｽ
ﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ教
室1回9人,認
知症ｷｬﾗﾊﾞﾝﾒ
ｲﾄ研修会1回
17人,市内小
中学校6校
361人に資
料,缶ﾊﾞｯﾁを
配布

4,337食 3,937食 3,507食

（２）介護予防給付にかかる事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度

1,457件 1,580件 1,641件

地域ケア会議推進事業
多職種や住民でケースを検討し地域
課題を共有、ネットワークを構築す
る。

任意事業
介護による身体的・ 精神的・ 経済的
負担を軽減する事業

家族介護教室
介護知識・技術の習得、サービス利
用方法習得する教室。

家族介護者交流事業 介護者の心身のリフレッシュ教室。

介護用品支給事業
非課税世帯で要介護4・5認定者を在
宅で介護している家族に介護用品券
支給。

成年後見制度利用支援事業
市長申立てに係る手続きの援助及び
経費の助成。

住宅改修支援事業理由書作成
手数料

住宅改修費の支給の申請に係る理由
書作成の助成。

認知症への理解を深めるため、認知
症サポーターを養成。

配食サービス事業
安否確認や見守りを主に、栄養バラ
ンスのとれた食事を提供。

指定介護予防事業所
要介護状態の予防、 自立に向けた支
援を実施。

予防ケアプラン作成
（※注②）

利用者への介護予防サービス計画書
の作成

（※注②）
  　平成29年4月より、地域の実情に合わせたサービス提供を目指して介護予防・日常生活支援
　総合事業がスタートしています。
　　これにより、要支援１・２、事業対象者と判定された方で、通所型サービス及び訪問型サー
　ビスのみを利用される方の予防ケアプランは「１．地域支援事業の介護予防ケアマネジメント
　（※注①）」に移行しました。

認知症サポーター養成事業
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（３）市町村独自事業

令和２年度 令和３年度 令和４年度

事業廃止

一般介護予
防(運動器の
機能向上)へ
移行

一般介護予
防(運動器の
機能向上)へ
移行

令和２年度 令和３年度 令和４年度

申請0人 申請0人 申請0人

申請0人
申請1人

（実績1人）
申請0人

（注）
  　申請と同時に介護保険要介護（要支援）認定申請を行なっていただきますが、要介護
　（要支援）認定となった場合は、介護保険サービスの利用が優先されます。

高齢者生活支援事業

介護保険法の法定サービスを受ける
ことが出来ない方の中で、 日常生活
を営むのに支障がある方に対し、 指
導、 及び生活リハビリ等の自立支援
を図ることを目的とした事業。 短期
宿泊と生活指導員派遣がある

生活管理指導員派遣事業 ヘルパー派遣

生活管理指導短期宿泊事業 短期入所の利用

水中運動教室
温水プールを活用した泳がない水中
運動による介護予防教室

浮き浮き教室 運動量軽め。1クール12回×3回
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（１）保護の状況 （２）被保護世帯の類型別状況
（単位：世帯）

※数字は月平均

※数字は月平均

（３）保護の開始・廃止理由別状況
（単位：世帯）

生 活 保 護

年　度 年　度

被保護世帯

労働力
類　型

世帯主が稼働

保護率（‰） 稼働者なし

被保護人員(人) 世帯員が稼働

生活扶助 計

高 齢

被

保

護

人

員

内

訳

教育扶助 障 害

住宅扶助

世　帯
類　型

単
身

計

介護
扶助

施　設 傷 病

居　宅 その他

計

医療
扶助

入　院

２
人
以
上

高 齢

入院外 母 子

計 障 害

生業扶助 その他

出産扶助 傷 病

世

帯

員

の

傷

病

合  計

葬祭扶助 計

そ

の

他

計

働

き

手

の

転

入

年

金

・

仕

送

り

増

施

設

入

所

傷

病

治

癒

世

帯

員

の

死

亡

・

失

そ

う

稼

働

収

入

の

増

死

亡

・

離

別

等

稼

働

者

の

減

少

・

喪

失

稼

働

収

入

の

減

少

・

喪

失

年

金

・

仕

送

等

の

そ

の

他

計

傷

病

治

癒

世

帯

主

の

年

度

決定状況 開 始 廃 止

申

請

数

開

始

却

下

・

そ

の

他

廃

止

世

帯

主

の

傷

病
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（４）生活保護費扶助別支出状況
（単位：千円）

（５）救護施設入所状況
(3月31日現在）

（６）生活困窮者自立支援制度による相談件数
(3月31日現在）

区 分
令和２年度 令和３年度 令和４年度

支　出　額 構成比率 支　出　額 構成比率 支　出　額 構成比率

住 宅 扶 助

生 活 扶 助

介 護 扶 助

教 育 扶 助

出 産 扶 助

医 療 扶 助

就労自立給付金

生 業 扶 助

葬 祭 扶 助

人

理由 令和２年度 令和３年度 令和４年度

施　設　名 令和２年度 令和３年度 令和４年度

玉　葉　荘 人 人

件

世帯員の傷病 件 件 件

世帯主の傷病 件 件

件

稼働収入の減少・喪失 件 件 件

稼働者の死亡・離別 件 件

件

年金・仕送等の減少・喪失 件 件 件

要介護状態 件 件

件

計 件 件 件

その他 件 件

(新)進学準備給付金

合 計

保護施設事務費
及び委託事務費

小 計
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（１）民生委員・児童委員活動状況

角館
地区

田沢湖
地区

西木
地区

計
角館
地区

田沢湖
地区

西木
地区

計
角館
地区

田沢湖
地区

西木
地区

計

在 宅 福 祉

介 護 保 険

健康・保健医療

子 育 て ・
母 子 保 健
子 ど も の
地 域 生 活
子 ど も の 教 育
・ 学 校 生 活

生 活 費

年 金 ・ 保 険

仕 事

家 族 関 係

住 居

生 活 環 境

日 常 的 な 支 援

そ の 他

計

高 齢 者 関 係

障 害 者 関 係

子 ど も 関 係

そ の 他

計

調査・実態把握

行事・事業・会議
へ の 参 加 協 力
地 域 福 祉 活 動
・ 自 主 活 動
民 児 協 運 営
・ 研 修

証 明 事 務

要保護児童の発見
の 通 告 ・ 仲 介

訪問・連絡活動

そ の 他

委 員 相 互

そ の 他 の
関 係 機 関

そ
の
他
の
活
動
件
数

訪問
回数

連絡
調整
回数

活動日数

民生委員・児童委員

令和２年度 令和３年度 令和４年度

内

容

別

相
談
・
支
援
別
件
数

分

野

別
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第３章 地域福祉計画推進の考え方

１． 基本理念

目まぐるしい社会情勢の変化によって、個人や家庭、地域が抱える課題の多様化、複雑化

が一層進行する中、住み慣れた地域で誰もが個人として尊重され、自分らしくいきいきと笑

顔で暮らせる地域にしていくためには、新たな課題に対応するよう変化を遂げていく必要が

あります。

仙北市では、第２次仙北市総合計画における基本理念である「健やかに美しく輝くまち」

をもとに、「優しさにあふれ健やかに暮らせるまち」を健康・福祉・医療分野の基本目標とし

て地域福祉の推進を図ってきましたが、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として、地

域の課題に対して「丸ごと」支援していく関係性づくり、相互の助け合いが欠かせません。

さらに、将来にわたり持続可能なまちとなることを目指し「市民が主役のまちづくり」を進

めていますが、これらは、社会環境が変化しても基本的なものであり、普遍的な考え方として

引き継がれるものです。

引き続き地域共生社会の実現に向けて、地域におけるつながりや支え合いを大切にし、住

んでいて幸せを感じられる、幸福度が高いまちづくりを目指していくことを明確に示すため

に、次のような基本理念を定めました。

「一人ひとりがささえつながる幸福度の高いまちづくり」

２． 基本目標

（１）「我がこと・丸ごと」包括的な支援体制づくり

高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉、貧困等に関し、共通して取組む事項を明

らかにし、複雑化・複合化する課題へ対応できる包括的な相談支援や多機関の連携、社

会的孤立の予防など、重層的な支援体制の構築を推進します。

（２）「住み慣れた地域で暮らす」安心・安全のまちづくり

市民が住み慣れた地域で安心して福祉サービスを利用できる環境を整備し、地域の連

帯を醸成しつつ連携強化を図り、有事における被害軽減を図ります。

（３）「人と地域がつながる」持続可能な福祉環境づくり

専門的な知見・立場から活動を展開している福祉人材のさらなる育成を進めるととも

に、団体等へ積極的な支援をし、地域を支える担い手づくりとして、地域への関心を高

めて活動への参加を促進できるよう、福祉教育についての取組を進めます。
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３．市民意識調査と目標値

仙北市では「幸福度全国Ｎｏ.1」という市政理念の実現を目指し、地域を次世代へ継承す

るため、市民意識調査を行い市民の皆様の声をお聞きして施策に反映させています。

幸せだと感じている度合いを示す幸福度が高くなるためには、地域福祉施策の充実による

満足度も重要となり、令和５年度に実施した調査の「まちづくりの満足度について」の回答に

ついて、特に地域福祉計画に関連する項目の調査結果は次のとおりとなっています。

ここでの目標値は計画の期間に合わせて５年後の「やや満足以上」の数値としていますが、

「満足」と回答いただいた割合に、「少し不満以下」を「やや満足以上」の割合で除した数値

を乗じ、「やや満足以上」の割合に加えた値となっています。現状よりも施策の満足度が1年ご

とに１％ずつ増えるように目標値を定め、各基本目標における施策の方向性を通じて、見直し

や改善を図っていく必要があります。

また、回答者の年齢や家族構成等によっては身近に感じられていないと想定される施策も

あり、「わからない」「回答無し」という割合が多くなっているため、積極的な情報発信を行っ

ていく必要があります。

市民意識調査の結果は、市ホームページの行政情報に掲載されています。

【単位：％】

満足 やや満足 少し不満 不満 わからない 回答無し 目標値

やや満足以上

令和５年度仙北市市民意識調査（抜粋）

やや満足以上 少し不満以下 それ以外

コミュニティの維持・移住・定住
等の多様な生活スタイルへの対
応、市民との協働・活動支援

まちづくりの満足度について

施策

防犯体制の充実・交通安全

生涯を通じた健康づくりの推進

安心安全な出産育児 

子育て支援保育の充実

低所得者福祉の充実・ひとり親
福祉の充実

高齢者福祉の充実

障がい者（児）福祉の充実

基本目標
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４．施策の体系

基本理念 「一人ひとりがささえつながる幸福度の高いまちづくり」

基本目標１．「我がこと・丸ごと」包括的な支援体制づくり

高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉、貧困等に関し、共通して取組む事項を明

らかにし、複雑化・複合化する課題へ対応できる包括的な相談支援や多機関の連携、社

会的孤立の予防など、重層的な支援体制の構築を推進します。

施 策 の 方 向 性

（１）相談支援体制の充実 ①多様性を受け入れる体制の充実

②重層的な支援体制づくり

（２）生活困窮者支援と地域での孤立防止

の推進

①確実なサービス提供

②連携体制の充実

③支援が届きづらい方の課題への対

応

④食糧支援の実施

⑤就労への支援

⑥住居の確保への支援

⑦ヤングケアラーへの支援

⑧ケアラーへの支援

⑨孤独・孤立、ひきこもりへの支援

（３）虐待への対応 ①虐待の未然防止

②一体的な支援体制の整備

③虐待を受ける者に対する権利擁護

（４）権利擁護支援の推進 ①権利擁護の周知と推進

（５）再犯防止への取組み ①再犯防止の周知と推進

基本目標２．「住み慣れた地域で暮らす」安心・安全のまちづくり

市民が住み慣れた地域で安心して福祉サービスを利用できる環境を整備し、地域の連

帯を醸成しつつ連携強化を図り、有事における被害軽減を図ります。

施 策 の 方 向 性

（１）地域の支え合い、見守り体制の強化 ①支援のための地域づくり

②多世代間交流の促進

③地域福祉ネットワークの強化

④ボランティア活動の推進

⑤自殺対策の推進

（２）福祉サービスの充実 ①多様化するニーズへの対応

②福祉サービスを身近に感じる地域づ

くり
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③デジタルを活用した課題解決

④デジタルを活用した施策の推進

（３）地域内での交流のための拠点整備 ①集う拠点の整備や既存施設の活用

②地域活動の活性化

③バリアフリーの推進

④ノーマライゼーションの推進

（４）災害時等に備えた地域づくり ①災害に備えた体制の整備

②避難行動要支援者への支援

③民生委員・児童委員活動への支援

基本目標３．「人と地域がつながる」持続可能な福祉環境づくり

専門的な知見・立場から活動を展開している福祉人材のさらなる育成を進めるととも

に、団体等へ積極的な支援をし、地域を支える担い手づくりとして、地域への関心を高

めて活動への参加を促進できるよう、福祉教育についての取組を進めます。

施 策 の 方 向 性

（１）公私協働の実現 ①多様なサービス振興・参入促進と公

的サービスとの連携

②社会福祉法人の公益的取り組み

（２）福祉教育の推進 ①地域（わがまち）への関心を高める

②福祉の心の育成

③生涯学習と地域福祉の連動

④まちづくりへの取組み

（３）地域福祉推進のための人材育成
①福祉活動の中核となるリーダーの育

成

②地域福祉活動への参加を促す者へ

の支援

③地域活動の担い手等への支援

④健康づくりのための人材育成

（４）他機関との連携 ①社会福祉協議会との連携

②各種主体との連携
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基本目標 １．「我がこと・丸ごと」包括的な支援体制づくり

高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉、貧困等に関し、共通して取組む事項を明

らかにし、複雑化・複合化する課題へ対応できる包括的な相談支援や多機関の連携、社会

的孤立の予防など、重層的な支援体制の構築を推進します。

《現状と課題》

・ 支援を必要とする者の属性や、要介護、生活困窮、虐待といったリスクごとに各課、

事業所等で相談支援を行っているが、内容に応じてそれらの枠を超えて連携し、様々な

角度から支援を行っている。

今後は、包括的な支援体制を構築する必要がある。

・ 社会的孤立などにより頼る人がいない方、自ら相談に行くことができない方など、制

度のはざまの課題を有する者を見つけ出すため、各関係機関との情報共有、連携を

図っている。

今後は、ただ相談を待つのではなく、もっと積極的な働きかけの必要がある。

・ 福祉事務所窓口のほか、仙北市社会福祉協議会内に仙北市自立相談支援応援セン

ターを設置し、連携して相談支援事業を実施しており、生活困窮となった経緯等を整理

して、問題解決に向けた助言や支援をしている。

今後は、もっと多くの市民に知ってもらうため、積極的なＰＲ活動が必要となる。

・ 虐待に関する報告や相談を受けた際には、被害者の年齢や家族構成などにより対応

する担当を選定しているが、緊急性が高いと判断されるものは、警察や児童相談所等

の関係機関と連携を図りながら、安全の確保や秘匿避難などを支援している。

今後は、よりスピーディーな対応と、共通した対応手順等の整備が必要となる。

・「仙北市権利擁護センター」を仙北市社会福祉協議会内に設置し、成年後見制度の利

用促進や周知、支援体制の強化を図っている。

今後は、市民後見人の育成に関して、制度の周知や、育成のための専門的知識の習得機

会の確保等が必要となる。

《施策の方向性》

（１）相談支援体制の充実

①多様性を受け入れる体制の充実

様々な分野において居場所づくりや見守り活動が積極的に推進されている中、これ

らの取組に加えて、多世代交流等の多様な属性・背景を持った人が気軽に交流できる

場を設けることで、多様性を受け入れることができる地域づくりを推進します。

②重層的な支援体制づくり

地域の福祉課題が複雑多様化する中で、それぞれの課題に応じた分野ごとの専門的
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な相談支援体制を強化するとともに、課題を抱える人の属性や世代、相談内容に関わ

らず必要な支援を受けられるよう、相談内容に応じた支援につなげていく包括的な相

談体制の整備を推進し、さらに、関係機関との連携を強化し、多様な課題に対応できる

体制づくりを進めます。

（２）生活困窮者支援と地域での孤立防止の推進

①確実なサービス提供

高齢者、障がい者、子育て世帯、生活困窮者、犯罪被害者など、分野ごとの福祉サー

ビスが、必要とする方に確実に提供できる体制の充実を図ります。

②連携体制の充実

地域において複合的な悩みを抱えている人やその家族に対しては、生活困窮者自立

支援相談窓口をはじめとする各分野の相談窓口において、連携したサービスの提供並

びに総合的な相談支援体制を展開していく必要があるため、各相談窓口の機能強化を

図るとともに、社会福祉協議会をはじめ、庁内関係各課や関係機関等の連携体制のさ

らなる充実を図ります。

③支援が届きづらい方の課題への対応

誰もが地域で安心して暮らしていくために、支援を求める声に的確に応えることはも

とより、自身の悩みや課題を誰にも相談できずその声があげられない人、社会的に孤立

してしまう人、制度の狭間に陥り必要な支援を受けられない人にも、能動的に支援を届

けていくための仕組みづくりを推進します。

④食糧支援の実施

生活困窮者等に対して、フードバンクより取り寄せた食糧や、市民から寄付していた

だいた食糧等を提供して支援します。

⑤就労への支援

ハローワーク求人情報を市のホームページに掲載することや、SNS によりニーズに合

わせた情報提供をします。ハローワークとの連携により生活困窮者就労支援を実施す

るとともに、困窮の程度により生活保護制度を活用し、社会的自立に向けた就労支援

を行います。

⑥住居の確保への支援

市営住宅の募集情報を広報やホームページ等を通じて情報提供し、公平な入居機会

を確保します。

住居を失う恐れがある方に対して、住居確保給付金を支給し、支援します。

⑦ヤングケアラーへの支援

ヤングケアラーは、勉強や部活動、友人との時間など、本来の「こどもとしての時間」

を犠牲にしており、学業への影響、就職への影響、友人関係への影響などが懸念され

ます。問題を解決するためには、まずは周囲が悩みに気づける体制を整えることが大切

であることから、学校や自治体が連携して、こうした子どもたちの事情を早期に把握し、

関係機関と連携して手を差し伸べることができる体制を整備していきます。
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⑧ケアラーへの支援

ダブルケアや８０５０問題については、必要に応じて育児に関する支援制度や介護保

険制度、障がい者福祉制度等を利用できるように制度の周知を行い、地域の人々や民

生委員等の周囲の関係者が悩みに気づける体制を整えていきます。また、制度利用が

できない場合でも、地域の福祉施設やボランティア団体などが提供するサービスを利

用できるよう支援体制の充実を図ります。

⑨孤独・孤立、ひきこもりへの支援

孤独・孤立は人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るものであり、社会全体で対応

しなければならない問題であるとの考え方のもと、当事者やその家族等の立場に立っ

た施策や、人と人の「つながり」を実感できるための施策を推進します。

国が示している具体的な対策方針としては次のとおりですが、実現するための環境を

整備していきます。

・ 孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする。

・ 状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる。

・ 見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人とのつながりを実感で

   きる地域づくりを行う。

・ 孤独・孤立対策に取り組むＮＰＯ等の活動をきめ細かく支援し、

   官・民・ＮＰＯ等の連携を強化する。

（３）虐待への対応

①虐待の未然防止

虐待の未然防止や早期発見を図るため、講演会や研修会などの啓発活動を行ってい

きます。

②一体的な支援体制の整備

高齢者虐待や児童虐待などの複合的な課題がある事例については、福祉、保健、医

療等担当する部署がそれぞれの役割を明確化して、他の関係機関と連携を図りながら、

安全の確保や秘匿避難などを支援していきます。

③虐待を受ける者に対する権利擁護

障がい者や高齢者の権利擁護のため、障がい者の尊厳を害する虐待を防止すること

や、高齢者の権利利益の擁護に資するよう、相談や通報を受ける体制、厳格に事実確

認を行える体制等を整備していきます。

（４）権利擁護支援の推進（仙北市成年後見制度利用促進基本計画）・・・５８ページ

①権利擁護の周知と推進

誰もが安心して地域で生活するために理解の促進を図るとともに、成年後見制度な

どの権利擁護事業を利用することができるよう、権利擁護活動を展開します。
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（５）再犯防止への取組（仙北市再犯防止推進計画）・・・６１ページ

①再犯防止の周知と推進

当該項目は、再犯の防止等の推進に関する法律第８条第１項で定められている「地方

再犯防止推進計画」として位置づけられるものです。

犯罪をした者等が円滑に社会復帰できるよう支援を行い、誰一人として孤立すること

のない安全・安心なまちづくりを推進すべく、再犯の防止等の推進に向けて取組を進

めます。

《具体的な事業と目標値》

事業名 指標（ ）
過去

（２０１９年度末）

現在
（２０２２年度末）

未来
（２０２５年度末）

生活困窮者自立相談

支援事業

生活困窮者自立相談件数 件 件 件

生活困窮者自立相談支援事業

による就労支援
件 件 件

仙北市権利擁護センタ

ー事業
権利擁護相談件数 件 件 ７３件

地域生活支援事業 相談支援事業所数 箇所 箇所 箇所



５１

基本目標 ２．「住み慣れた地域で暮らす」安心・安全のまちづくり

市民が住み慣れた地域で安心して福祉サービスを利用できる環境を整備し、地域の

連帯を醸成しつつ連携強化を図り、有事における被害軽減を図ります。

《現状と課題》

・ 市民が安心して福祉サービスの提供を受けられるよう、事業者と連携を図り、福祉に

関する資源リストの配布などの情報提供を実施している。また、サービス利用に関して

の苦情・意見などがあった場合は、中立的な立場で問題解決の橋渡しをおこなってい

る。

今後は、福祉サービス提供事業者や従事者への支援を行い、サービス充実や従事者

の増加に繋がる環境の整備を行う必要がある。

・ 誰もが気軽に集える拠点や居場所づくりのため、主に高齢者向けのサロンやカフェを

中心に事業を行っている。

今後は高齢者に限らず幅広い年齢層を対象とした事業の立案、開催回数や開催場

所、費用対効果の検討が必要となっている。

・ 避難行動要支援者台帳を作成し、警察や消防等関係機関への情報提供を行っている

が、個別支援計画の策定等未整備のものがある。

今後は、各部署、機関、事業所で管理している台帳等を調査・整理して、統合していく

仕組みを整えていく必要がある。

《施策の方向性》

（１）地域の支え合い、見守り体制の強化

①支援のための地域づくり

地域におけるつながりの中で、住民が持つ多様なニーズや生活課題に柔軟に対応で

きるよう、地域住民のニーズ・生活課題の把握、住民主体の活動支援・情報発信、地域

コミュニティを形成する居場所づくり、多様な担い手が連携するしくみづくりを行うこと

を通じて、身近な地域における共助の取組を活性化させ、地域福祉の推進を図ります。

②多世代間交流の促進

学習活動は、家庭、地域、学校などが連携しながら様々な活動を共に行うことで理

解や興味が深まるとともに、地域のつながりの強化の一助にもなることから、 地域公

民館活動や校外活動など、子どもから高齢者まで幅広い地域の人々 が共に行う学習活

動を通じ多世代間交流を促進します。

③地域福祉ネットワークの強化

複雑化・複合化する傾向にある課題に対し、制度や組織を超えて、多機関で連携して

支援に当たる必要があることから、既存の連携体制の活性化を図るとともに、個別ケ
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ースに対応する新たな連携体制の構築を検討します。

④ボランティア活動の推進

社会福祉協議会が運営するボランティアセンターを中心として、ボランティア活動の

ための情報交換や、様々な地域活動、助け合い活動の支援を図るとともに、組織化や

組織同士の連携の強化を促進します。

⑤自殺対策の推進

県の警察統計によれば、令和４年の４０歳代、５０歳代の自殺者数が対前年比で大

きく増加しており、働き盛りの世代においては、役割や責任の増大、労働環境により心

身の不調をきたしやすく、ストレス要因の軽減やストレスへの適切な対応など心の健康

の保持増進が重要となっている。

市でも「自殺総合対策大綱」や「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を踏まえ、こど

も・若者への対策を含め、地域の実情に応じた自殺対策の取組を推進します。

（２）福祉サービスの充実

①多様化するニーズへの対応

多様化・複雑化・個別化する市民のニーズに応じた福祉サービスを提供することで福

祉の向上を図るとともに、本市に住むことによって幸せが感じられる、充実した生活が

送れるように福祉サービスの充実を図ります。

②福祉サービスを身近に感じる地域づくり

高齢者、障がい者、子育て世帯、生活困窮者など、分野ごとの福祉サービスを必要と

する方に確実に提供するとともに、各種福祉サービスが身近に感じられる地域づくりが

図られるよう、世代や属性を超えた交流の場の提供や、人と人、人とサービスをつなぐ

コーディネート機能の発揮などを目指します。

③デジタルを活用した課題解決

「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田園都市国

家構想」の実現に向け、デジタルの力を活用しつつ、地域の個性を生かしながら社会課

題解決や魅力向上の取組を加速化・深化させる取組を推進します。

④デジタルを活用した施策の推進

デジタル社会の目指すビジョンである、「デジタルの活用により一人ひとりのニーズに

合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」の実現に向け、住民

の利便性向上や自治体の業務効率化などを目的とした、行政のデジタル化を推進する

各種施策の取組を推進します。

（３）地域内での交流のための拠点整備

①集う拠点の整備や既存施設の活用

障がい者や高齢者、介護家族などを地域で支えられるよう、地域生活の場の提供や

日常の生活の質の向上を図るため、福祉施設の機能の確保・充実を図ります。



②地域活動の活性化

様々な地域組織への参加が地域活動への入口となっている状況を踏まえ、シニアク

ラブ、地区育成会、子育てサークルなど地域で公益的な活動を行う地域組織による地

域福祉活動がより広範な地域に拡大し、多くの市民が活動に参加できるよう、活動の

活性化を支援します。

③バリアフリーの推進

多様な人が社会に参加する上での障壁（バリア）をなくし、障害の有無に関わらず、

高齢になっても、どんな立場でも、安心して住み慣れた地域で生活を続けていくため

に、建物や交通機関などのバリアフリーとともに、ユニバーサルデザインの考え方に基

づいた取組を進めます。

④ノーマライゼーションの推進

障がい者にとっての「当たり前」を実現するために、物理的な障壁だけでなく、社会

的・制度的・心理的な障壁を取り除くことが必要なことから、ノーマライゼーションを推

進し、健常者と同じように社会生活を送ることができる環境の整備を推進していきま

す。

（４）災害時等に備えた地域づくり

①災害に備えた体制の整備

激甚化・頻発化する災害の際に、地域住民の命を守るには、地域住民同士の助け合

いが必要不可欠であることから、確実に命を守る行動が取れるよう、地域における共助

の仕組みづくりを推進します。

②避難行動要支援者への支援

避難行動要支援者名簿への登録の促進、警察、消防機関、民生委員、社会福祉協議

会、自主防災組織、避難支援等の実施に携わる関係者との情報共有と連携、庁内関係

部署との連携による名簿等台帳の統一を図ります。

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に、仙北市地域防災計画の定めるとこ

ろにより、福祉事務所が情報の集約に努め、関係機関、関係者、関係部署と共に災害か

ら保護するために必要な措置を実施します。

③民生委員・児童委員活動への支援

改正災害対策基本法において「避難行動要支援者名簿」の提供先の一つとして民生

委員が挙げられたことに加え、民児協が災害時要援護者名簿の作成などの取り組みを

行っていたこと等により、民生委員に対し、防災・減災に関して大きな期待が寄せられ

ていることから、活動を支援していきます。

５３
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《具体的な事業と目標値》

過去 現在 未来

予防ケアプラン作成事業

介護予防・日常生活支援

総合事業

介護予防・生活支援サービス

利用者数
人 人 人

介護タクシー利用助成事

業
介護タクシー利用件数 件 件

障がい者（児）タクシー利

用券給付事業

障がい者（児）タクシー利用

券給付事業
人 人 人

人工透析通院費支給事業 人工透析通院費受給者数 人 人 人

医療Ｍａａｓ管理運営事業
医療Ｍａａｓによる交通弱者

等向けサービス利用回数
回 回 回

ＰＨＲ管理運営事業 ＰＨＲアプリ利用件数 回 回 回

緊急通報装置給付・貸付

事業
緊急通報装置設置台数 件 件 件

事業名 指標（ ）
（２０１９年度末） （２０２２年度末） （２０２５年度末）
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基本目標 ３． 「人と地域がつながる」持続可能な福祉環境づくり

専門的な知見・立場から活動を展開している福祉人材のさらなる育成を進めるととも

に、団体等へ積極的な支援をし、地域を支える担い手づくりとして、地域への関心を高め

て活動への参加を促進できるよう、福祉教育についての取組を進めます。

《現状と課題》

・ 誰もが住み慣れた地域で安全で安心して生活を維持していけるよう、民間事業者から

の新規事業開設の相談を受け、公的サービスとのコーディネートを模索し、連携してい

る。また、社会福祉法人の公益的取組を推進し、協力体制の強化を図っている。

今後は、高齢者のみではなく、全体の施策として捉える地域包括ケアを推進し、持続可能

な環境づくりをしていく必要がある。

・ 職員の知識向上を図るため各種研修事業への参加を促し、認知症サポーターの養成

講座や各種研修会を開催し、福祉の人材を育成している。

　今後は、地域福祉への関心を高め、活動に参加するきっかけとなるような働きかけを進

め、新たな担い手を確保・育成する必要がある。

《施策の方向性》

（１）公私協働の実現

①多様なサービス振興・参入促進と公的サービスとの連携

既存の民間事業を活用し、新規に必要とされる事業の開発を支援しながら、公的

サービスとの連携を図って、協働の環境を実現します。

②社会福祉法人の公益的取り組み

社会福祉協議会をはじめとする市内社会福祉法人の地域における公益的な取組に

関する情報を発信し、周知を図ります。

（２）福祉教育の推進

①地域（わがまち）への関心を高める

地域での支え合いの維持・充実に向け、人材の育成・発掘、安全・安心な生 活環境

づくりを通して地域への関心を高める取り組みを推進していきます。

②福祉の心の育成

将来の地域福祉の担い手の育成を図るため、市民や事業者と協力しながら、児童や

生徒の心に相手を思いやる福祉の気持ちを育む心の教育を進めます。また、地域のボ

ランティア活動などへの積極的な参加を促進します。
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③生涯学習と地域福祉の連動 

多様な学習に身近に触れる場として、地域公民館、図書館など市民の生涯学習活動

の場の利用促進を図り、市民が生涯にわたって意欲や興味に応じて自由に学び続ける

ことができる環境を整えます。 

④まちづくりへの取組 

仙北市は、２０１８年に「SDGｓ（持続可能な開発目標）未来都市」に選定されたことか

ら、市民と行政が協働しつつ、誰もが安心して住み続けたいと思えるまちづくりに取り

組むことで、地域福祉の分野においては、「ゴール 3（全ての人に健康と福祉を）」を中

心に、「ゴール 10（人や国の不平等をなくそう）」、「ゴール１１（住み続けられるまちづく

りを）」の目標達成に寄与するとともに、誰一人取り残さない社会の実現を目指します。 

 

（３）地域福祉推進のための人材育成 

①福祉活動の中核となるリーダーの育成 

本市における地域福祉を推進し、地域共生社会を実現していくためには、 地域福祉

活動に取り組む担い手の育成・確保に向けた取組が欠かせないことから、地域福祉へ

の関心を高め、活動に参加するきっかけとなるような働きかけを進め、新たな担い手

を確保・育成するとともに、活動の中核となるリーダーの育成に取組ます。 

②地域福祉活動への参加を促す者への支援 

住民や町内会等の地縁組織をはじめ、まちおこし、農業・商業・工業等の福祉以外の

分野の組織等において、地域づくりに必要な働きかけや支援を行う人への活動を支援

します。 

③地域活動の担い手等への支援 

地域活動の活性化と充実を図るため、主な地域活動の担い手である民生委員・児童

委員、自治会役員などの活動を支援するほか、担い手意識の啓発や広報の充実など、

地域活動への参加のきっかけづくりを推進し、様々な形で地域活動に関わる人材を育

成します。 

④健康づくりのための人材育成 

地域ぐるみで健康づくりに取り組めるよう、地域における健康づくりのけん引役を育

成するとともに、その活動が行いやすいよう、行政機関をはじめ、医療機関、教育関係

機関など健康に関わる様々な関係者がそれぞれの特性を生かしながら連携し支援しま

す。 

 

（４）他機関との連携 

①社会福祉協議会との連携 

地域の福祉課題に対して効率的かつ効果的に取組を進めるべく、社会福祉協議会等



指標（ ）

と連携しながら取組の展開を図るなど、より高い施策効果が発揮できるよう連携基

盤の強化を図ります。

②各種主体との連携

地域福祉の推進に向けて、地域で自主的に活動する団体への支援や市内事業者、商

工会等と連携することにより、多くの市民や団体等の主体が地域福祉活動を実践でき

る基盤を整備していきます。

５．計画の推進体制

本計画は、住民、市、社会福祉協議会、福祉サービス提供事業者、関係機関、関係団体等

の協働により推進されるものであり、その円滑な推進を図るためには、地域福祉に関する

施策の進捗状況の把握や評価・検証等を行いながら適切に進行管理をしていく必要があり

ます。

○ 計画期間内の年度ごとに具体的な施策の実施状況をチェックし、検証作業を行いながら

必要に応じて施策の見直し、追加や削除等の対応をしていきます。

○ 庁内の連携体制の強化のため、随時の調整会議を開催するなど、計画の総合的な推進に

努めます。

○ すべての職員が、本計画の内容について正しく理解し、各自の職務を適切に遂行できるよ

うに、職員の研修体制の強化を図ります。

○ 本計画の取組に関しては、国や県の制度を活用していることが多いため、制度に対する動

向を注視し、新しい情報収集にも努め、地域福祉の推進に効果がある取組については積

極的な検討を進めます。

５７

《具体的な事業と目標値》

健康ポイント事業 健康ポイント事業参加者 人 人 人

心の健康づくり・自殺予

防対策事業
ゲートキーパー養成講座 人 人 人

介護予防・日常生活支援

総合事業
介護予防教室利用者数 人 人 人

事業名
過去 現在 未来

（２０１９年度末） （２０２２年度末） （２０２５年度末）
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◆仙北市成年後見制度利用促進基本計画
（第２期仙北市成年後見制度利用促進基本計画）

今後、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者、障がい者等の増加が予想されるなど、判断能力

が低下した人々 への支援のあり方が課題になると考えられます。このような中、「成年後見制度

の利用の促進に関する法律」が平成２８年５月に施行され、国の利用促進に係わる基本理念

及び基本方針が策定されました。

今後も認知症高齢者等の増加が予想され、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援の

ニーズが更に多様化及び増大することが見込まれることから、令和５年４月に設置された仙北

市権利擁護センター「まもらいふ」は、市が設置した「成年後見利用促進法」に基づく「中核機

関」と市社協が設置した「権利擁護センター」を一体的に運営することにより、成年後見制度

の利用促進を図る体制整備が図られ、成年後見制度や日常生活自立支援事業等の活用によ

り、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしが実現できるように支援します。

市では、権利擁護支援という側面から地域共生社会の実現を目指し、認知症などにより判

断能力が低下しても安心して暮らすことができるよう、本計画を策定し、法第１４条第１項に基

づく市の「成年後見制度利用促進基本計画」として位置付けます。

〇成年後見制度の趣旨

成年後見制度は、認知症、精神障がい、知的障がいなどの理由で判断能力が不十分な人

が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、判断が難しく不利益を被ったり悪徳商法

の被害者となったりすることを防ぎ、権利と財産を守り、支援する制度です。

平成１２年（２０００年）の介護保険法施行により、福祉サービスが措置から契約に移行す

ること等に伴い創設されました。

〇成年後見制度とは

判断能力に欠ける、あるいは不十分な人の権利を守る援助者として、家庭裁判所への手続き

により成年後見人等を選任し、契約を代わって結ぶことや、本人の誤った判断による行為を取

り消して本人を法的に保護し、その判断能力を補う制度です。

判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの財産管理や、身のまわりの介助のための

介護サービス又は施設への入所などに関する契約を結ぶ必要があっても、自分で行うことが難

しい場合があります。また、自分に不利益であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、

消費者被害に遭う恐れもあります。

このような判断能力の不十分な人を成年後見人等が保護し、本人に代わって財産管理や契

約行為などの支援を行います。

大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。法定後見にはさらに、「後

見」、「保佐」、「補助」という３つの類型があり、家庭裁判所への手続きにより、本人の判断能

力の程度に応じて類型が選ばれます。後見制度の申立時に医師の診断書を添付し、申立後に

家庭裁判所が必要に応じて鑑定を行い、審判により類型が決定されます。



　また、選任される後見人等については、第三者である専門職・法人等が後見人等になる場合

と、家族や親族などが親族後見人として選任される場合があります。

〇成年後見制度の利用状況

　成年後見制度の利用者は近年、増加傾向にあり、令和４年（２０２２年）末までの累計で全

国に約２４万２千人おりますが、認知症者、精神障がい者、知的障がい者等の数１,３５７万人

(※)と比較して著しく少ない（1.781.78％）のが現状です。（資料：厚生労働省「令和５年版障

害者白書」より）

　令和３年１月から令和３年末までの全国の申立件数は３９,３６１件となっていますが、県で

は１７２件、このうち、市区町村長申立件数は全国で９,１８５件、県で４５件となっています。

（資料：厚生労働省「成年後見関係事件の概況」より）

　なお、過去の市における市長申立件数は、令和３年度２件、令和４年度２件の計４件です。

〇市として取り組む施策

　市市民福祉部に中核機関を設置し、市社協が設置する仙北市権利擁護センター「まもらい

ふ」と連携を図りながら、中核機関としての機能（広報・啓発機能、相談機能、成年後見制度利

用促進機能、後見人支援機能）を推進します。また、成年後見制度に関わる弁護士、司法書士

などの専門職の情報を集積し、相互の連携の強化を図ります。

（１）成年後見制度の広報及び啓発

・成年後見制度利用支援窓口を周知し、相談窓口につながる環境を整備します。

・地域における効果的な広報活動推進のため、家庭裁判所、各専門団体等と連携しながら研

修会等を行います。広報活動については、市民向けのみならず、保健・福祉、医療、地域等の関

係者に対し実施することで、地域の権利擁護支援の対応力強化を図ります。

（２）成年後見制度に関する相談機能及び利用支援

・包括支援センター、市社会福祉課、市社協等での日常の支援や相談、ケア会議等において、

権利擁護の必要な人を早期発見し、適切に成年後見制度の利用につなげます。

・判断能力が相当に低下する前の段階から本人の意思を尊重し、補助・保佐・後見、任意後見

制度を含めた成年後見制度の利用が検討できるよう、成年後見制度の仕組み、制度について

情報提供します。

・必要に応じて専門職の関与等を支援します。

（３）受任者調整（マッチング）等の支援

・専門職団体（弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等）との連携を図り、後見人候補者の

人選を円滑に行います。

・後見人候補者を推薦する場合には、本人の状況に応じ、適切な後見人候補者の選定のみな

らず、必要なチーム体制やその支援体制を検討します。
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（４）市民後見人の育成・活動の支援

・市民後見人の育成については、専門職後見人や市社協による法人後見の活用状況を踏まえ

ながら検討します。

（５）日常生活自立支援事業等関連制度からの移行支援

・日常生活自立支援事業等の関連制度と成年後見制度との連携を強化し、日常生活自立支

援事業の対象者のうち、保佐・補助類型の利用や後見類型への転換が望ましいケースについ

ては、日常生活支援事業担当者と中核機関が連携し、成年後見制度へのスムーズな移行を支

援します。

（６）成年後見人等への支援

・成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対し、申立費用や成年後見人等に対する報酬

の助成を行います。

（７）成年後見制度に係る関係機関との連携及び調整

・行政、家庭裁判所のほか、成年後見制度に関する専門職（弁護士・司法書士・社会福祉士

等）や、異なる専門職（医療機関、介護専門職、相談支援専門職、サービス事業者等）が一体

的に連携・協力することで、成年後見制度における権利擁護支援の地域連携ネットワークづく

りを取り組んでいきます。

（８）尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等

・本人の自己決定を尊重し、法律行為等の内容に本人の意思を選好、価値観を反映するため

に、本人の特性に応じた意思決定支援の浸透を重点的に進めていきます。

・家庭裁判所と関係者で連携し、本人のニーズ、課題や状況の変化に応じて適切な後見人等

の選任・交代を推進していきます。

（９）総合的な権利擁護支援策の充実

・仙北市権利擁護センター「まもらいふ」が中核となり、成年後見制度を含め様々な権利擁

護支援との連携を行い、本人にとって最善の選択ができるよう支援します。

・任意後見制度等の啓発を含めた権利擁護支援の利用促進に関する取組みを進めていきま

す。

（１０）計画の評価及び進行管理

・仙北市権利擁護センター運営委員会にて計画の進捗状況の把握、課題の抽出・解決に向け

ての検討等を行います。



◆仙北市再犯防止推進計画

〇計画の位置づけ

「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条第１項に基づく「地方再犯防止推進計画」と

して位置づけられるものです。

〇計画策定の趣旨

安全・安心な社会を実現するうえで、再犯防止が重要な課題として挙げられるようになっ

ている状況を踏まえ、平成２８年に「再犯の防止等の推進に関する法律」が施行され、国で

は平成２９年に「再犯防止推進計画」を策定し、秋田県では令和２年に「秋田県再犯防止推

進計画」を策定しました。

国の再犯防止推進計画は、平成３０年度から令和４年度までの５年間の計画であったこ

とから、令和５年３月に第二次再犯防止推進計画が策定され、令和５年度から令和９年度ま

での５年間、再犯防止に関係する様々な取組を継続していくことになりました。

仙北市においても市民の犯罪被害を防止できるよう、地方再犯防止推進計画として仙北市

再犯防止推進計画を策定し、犯罪をした者等の更生や再犯防止に関する取組を推進します。

〇計画策定の目的

犯罪をした者等の中には、安定した仕事や住居がない者、薬物やアルコール等への依存の

ある者、高齢で身寄りがない者など地域社会で生活するうえで様々な課題を抱えている者

が多く存在します。そのような者の再犯を防止するためには、刑事司法手続きの中だけでな

く、刑事司法手続きを離れた後も継続的にその社会復帰を支援することが必要と考えられ

ます。

犯罪をした者等が社会に立ち戻っていくためには、再び罪を犯すことがないように国や地

方公共団体、民間団体等による様々な支援が必要で、孤立、排除されることなく、地域社会

の一員として受け入れられることが必要になることから、円滑な社会復帰に資する社会資源

を整理･活用することで、再犯を防止するとともに、市民が安全で安心して暮らせる社会の実

現を目指します。

〇計画の期間

令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。

〇計画の対象者（犯罪をした者等）

起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた者、矯正施設出所者、非行少年若しくは非

行少年であった者とします。

〇国の第二次再犯防止推進計画の基本的な方向性

これまで国と地方公共団体の役割分担の不明確さが課題として挙げられていたことか
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ら、第二次の計画ではその役割分担が明確化された等の見直しがされています。

・ 犯罪をした者等が地域社会の中で孤立することなく、生活の安定が図れるよう、個々

の対象者の主体性を尊重し、それぞれが抱える課題に応じた“息の長い”支援を実現す

ること。

・ 就労や住居の確保のための支援をより一層強化することに加え、犯罪をした者

等への支援の実効性を高めるための相談拠点及び民間協力者を含めた地域の支援

連携（ネットワーク）拠点を構築すること。

・ 国と地方公共団体との役割分担を踏まえ、地方公共団体の主体的かつ積極的な取組

を促進するとともに、国・地方公共団体・民間協力者等の連携を更に強固にすること。

〇主な役割

（１）国の役割

①刑事司法手続きの枠組みにおける指導・支援の実施

②地域における支援ネットワーク構築の推進

（２）都道府県の役割

①域内の市区町村に対する支援・ネットワーク構築

②市区町村が単独で実施することが困難な分野の直接的・専門的支援

（就労・住居確保等）の実施

（３）市区町村の役割

①保健医療・福祉等の行政サービスを必要とする犯罪をした者等に対する、

適切なサービス提供

②立ち直りを決意した人を受け入れられる地域社会づくり

〇施策の取組事項

（１）就労・住居の確保への支援

ハローワーク求人情報を市のホームページやSNS によりニーズに合わせた情報提供

をします。また、ハローワークとの連携により生活困窮者就労支援を実施し、困窮の程

度により生活保護制度を活用し社会的自立に向けた就労支援を行います。

市営住宅の募集情報を広報やホームページ等を通じて情報提供し、公平な入居機会

を確保します。

住居を失う恐れがある者に対して、住居確保給付金を支給し、支援します。

（２）保健医療・福祉サービスの利用促進

犯罪をした者等が地域から孤立、排除されることなく、福祉、保健、医療 などのサー

ビスを適切に利用できるよう、関係機関と連携、協力して取組ます。

（３）学校等と連携した修学支援と非行防止

犯罪をした者等の進学や復学に向けた立ち直り支援等の取組を推進し、学校、青少

年育成団体等と連携して児童生徒の非行の未然防止に努め、健全育成を図ります。

（４）民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進

犯罪をした者等の更生の取組と再犯の防止について市民の理解を深める活動を
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推進し、保護司会や更生保護女性の会等の更生保護関係者の活動を支援するととも

に、情報共有や連携を強化します。
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〇参考数値

【仙北警察署における刑法犯の検挙者数データ】

再犯者率 初犯者 再犯者

65以上

計

再犯者の割合 犯行時の年齢

無職者の割合

再犯者率・無職者率・高齢者率

高齢者犯罪の割合

罪名別犯罪件数 男女別犯罪の割合

単位：％、人 単位：人

有職者 無職者 無職者率 65歳未満 65歳以上 高齢者率

単位：人、％単位：人、％

再犯者率 無職者率 高齢者率 再犯者率 無職者率 高齢者率 再犯者率 無職者率 高齢者率

単位：％

全国 秋田県 仙北警察署

男性 男性犯罪率 女性 女性犯罪率

凶悪犯

粗暴犯
窃盗犯
知能犯
風俗犯
覚醒剤取締法

その他

計

単位：人、％単位：人
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資　料　編

地域福祉を支える関連機関一欄

（１）社会福祉協議会

電話番号

角館支所

田沢湖支所

西木支所

（２）民生委員・児童委員

電話番号

仙北市角館民生児童委員

仙北市西木町民生児童

（３）ボランティアセンター

電話番号

仙北市社会福祉協議会

（４）保育園等

定員 電話番号

私立神代こども園

私立角館こども園

市立中川保育園

仙北市角館町白岩上西野93-1市立白岩小百合保育園

認可保育所

私立ひのきないこども園 仙北市西木町桧木内字高屋137

市立角館西保育園

認定こども園

所　　在　　地

仙北市角館町小勝田間野54-5

所　在　地

仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-263

仙北市田沢湖神代字珍重屋敷89-3

仙北市角館町中管沢91-1

仙北市角館町川原羽黒堂324-1

他の保育施設

仙北市角館町岩瀬3
（市立角館総合病院内保育室）
仙北市田沢湖卒田字早稲田446
（(株)わらび座事業所内保育所）

事業所内保育施設

私立にこにここども園

仙北市角館町雲然田中437-2

仙北市西木町門屋字六本杉2-1

仙北市西木町桧木内字高屋110-2

名     称 所　　在　　地

仙北市角館町中菅沢81-8

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30

仙北市西木町上桧木内字大地田3-1

仙北市民生児童委員
協議会事務局

協議会事務局

委員協議会事務局
仙北市田沢湖民生児童

仙北市角館町中菅沢81-8

委員協議会事務局

名     称

ボランティアセンター

名     称

私立だしのこ園

名     称 所　　在　　地

仙北市社会福祉協議会 仙北市角館町小勝田間野54-5

仙北市角館町小勝田間野54-5

仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
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（５）子育て支援センター

電話番号

（６）児童館

電話番号

（７）障害福祉サービス事業所

介護給付 訓練給付

仙北市社会福祉協議会 社会福祉法人 重度訪問介護

ヘルパーステーション 仙北市社会福祉 居宅介護

協議会 同行援護

電話：0187-54-2493

ニチイケアセンター角館 株式会社 重度訪問介護

住所：仙北市角館町上菅沢175-2 ニチイ学館 居宅介護

電話：0187-42-8623

タートルファミリー田沢湖 一般社団法人 短期入所

住所：仙北市田沢湖田沢字潟前72 青風会

電話：0187-49-8070

愛仙の華 社会福祉法人 生活介護 共同生活援助

短期入所 （グループホーム）

電話：0187-42-8295

ハートコーポ華 社会福祉法人 短期入所 共同生活援助

（グループホーム）

電話：0187-42-8475

愛仙 社会福祉法人 生活介護 就労継続支援Ｂ型

電話：0187-47-3001

住所：仙北市西木町小渕野字中関7 秋田ふくしハートネット

私立認定こども園神代こども園内

私立認定こども園角館こども園内

私立認定こども園にこにここども園内

私立認定こども園ひのきないこども園内

わいわい広場

名     称 所　　在　　地

さくラッコ（子育て支援拠点） 仙北市角館町田町上丁69-1（角館児童館）

名     称 所　　在　　地

なかよしルーム

さくらんぼルーム

おひさまルーム

私立認定こども園だしのこ園内

住所：仙北市角館町小勝田間野54-5

住所：仙北市西木町西荒井字番屋94—1 秋田ふくしハートネット

サービスの種類

仙北市田沢湖神代字戸伏松原455

仙北市田沢湖生保内字下高野61-19先達野児童館

仙北市角館町田町上丁69-1角館児童館

仙北市田沢湖生保内字武蔵野105-1内

仙北市田沢湖生保内字街道ノ上6-3

武蔵野児童館

男坂児童館

荒川尻児童館

秋田ふくしハートネット住所：仙北市西木町西荒井字番屋94—1

だしっこルーム

事　業　所　名 設置主体
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かるむ角館田町 株式会社かるむ 共同生活援助

（グループホーム）

電話：0187-49-7322

ひまわりの家 有限会社 共同生活援助

（グループホーム）

電話：0187-42-8451

あるく 株式会社アルク 放課後等デイサービス

電話：0187-50-1002

放課後デイたんぽぽ 有限会社たんぽぽ 放課後等デイサービス

電話：0187-49-7052

（８）一般・指定相談支援事業所

電話番号

愛仙 仙北市西木町小渕野字中関7

（９）地域包括支援センター

電話番号

仙北市包括支援センター 仙北市角館町中菅沢81-8

（１０）医療機関

休診日

住所：仙北市角館町田町上丁35—1

住所：仙北市角館町水ノ目沢63—2 永山工務店

主な診療科

市立角館総合病院

土曜・日曜・
祝祭日・火・
金曜の午後

西明寺診療所

土曜・日曜・
祝祭日年末年
始

土曜・日曜・
祝祭日年末年
始水・木曜の
午後

電話：0187-54-2111

内科・呼吸器内科・小児科

消化器内科・糖尿病内科
・呼吸器内科・循環器内科
総合診療科・心臓血管外科
血液内科・神経内科・メン
タルヘルス科・小児科・外
科・整形外科・脳神経外
科・泌尿器科・産婦人科・
眼科・耳鼻咽喉科・皮膚
科・歯科

電話：0187-44-2118

住所：仙北市田沢湖神代字野中清水216-4

住所：仙北市角館町田町上丁69-1

内科・外科・呼吸器内科・
神経内科・整形外科・皮膚
科・脳神経外科・耳鼻咽喉
科・泌尿器科

土曜・日曜・
祝祭日年末年
始

市立田沢湖病院

住所：仙北市田沢湖生保内字浮世坂17-1

電話：0187-43-1131

名 称 所　在　地

内科・外科・泌尿器科

国民健康保険神代診療所

住所：仙北市西木町門屋字道目木319-1

電話：0187-47-2123

住所：仙北市角館町岩瀬3

設　置　主　体 所　在　地

医療機関名

秋田ふくしハートネット

住所：仙北市角館町勝楽133—1

事　業　所　名
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休診日

住所：仙北市田沢湖生保内字浮世坂74-1

日曜・祝祭日

日曜・祝祭
日・木曜土曜
午後

日曜・祝祭
日・水曜午
後・土曜午後

火曜・金曜の
午前を除いた
日

日曜・祝祭
日・木曜午
後・土曜午後

隔週の火曜日
午後を除いた
日

高橋医院

住所：仙北市田沢湖生保内字街道ノ上65

電話：0187-44-3913

住所：仙北市角館町田町上丁3

日曜・祝祭日
第2・4土曜日
水・土曜の午
後

日曜・祝祭日
土曜の午後

整形外科・眼科・リハビリ
テーション科

内科・耳鼻咽喉科

内科・消化器内科・糖尿病
内科

内科・小児科・アレルギー
科

今村内科循環器科医院

医療機関名 主な診療科

住所：仙北市田沢湖卒田字早稲田425-1 内科

かとうファミリークリニック

電話：0187-43-2123

住所：仙北市西木町桧木内字松葉232

電話：0187-48-2780

内科・外科・泌尿器科

内科・胃腸科・循環器科・
呼吸器科・小児科・アレル
ギー科

電話：0187-54-2337

内科・循環器内科

電話：0187-53-2510

おおさわ胃腸科内科クリニック

住所：仙北市角館町中菅沢92-20

電話：0187-52-1133

住所：仙北市角館町田町上丁52-1 内科・外科・胃腸科

耳鼻咽喉科

菅原医院

大野医院

住所：仙北市角館町東勝楽丁17

電話：0187-53-2066

鬼川医院

住所：仙北市角館町田町下丁17

野々部外科内科医院

住所：仙北市角館町田町上丁65

電話：0187-54-2052

電話：0187-54-2061

下新町クリニック

日曜・祝祭日
水曜土曜の午
後

日曜・祝祭
日・盆・正月

桧木内診療所

電話：0187-43-1515

住所：仙北市角館町下新町13

電話：0187-54-2055

神代中通診療所

内科・外科・消化器内科・
皮膚科・小児科

日曜・祝祭
日・土曜午後
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１．居宅サービス

（１）訪問介護（ホームヘルプ）

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

たんぽぽ 有限会社たんぽぽ

仙北市社会福祉協議会ヘルパーステーション
社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会

県南訪問介護事業所
有限会社
県南ケアシステム

平和ケアセンター
平和観光タクシー
株式会社

角館観光タクシー株式会社
角館観光タクシー
株式会社

ほのか訪問介護事業所 株式会社ほのか

ニチイケアセンター角館 株式会社ニチイ学館

（２）訪問入浴介護

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

県南入浴サービス
有限会社
県南ケアシステム

（３）訪問リハビリテーション

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

介護老人保健施設田沢の郷
社会福祉法人
こまくさ苑

―

（４）訪問看護

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

市立田沢湖病院 仙北市 ―

訪問看護ステーションかくのだて 有限会社福寿

※掲載以外の医療機関・介護老人保健施設でも行っている場合があります。

（５）通所介護（デイサービス）（地域密着型含む）

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

デイサービス若杉
有限会社
県南ケアシステム

10人

デイサービス角館さくらさくら
社会福祉法人
県南ふくし会

35人

デイサービスふるさと通所介護事業所
デイサービスふるさと
株式会社 28人

田沢湖デイサービスセンター
社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会 25人

デイサービスセンターささえ愛
株式会社
チームささえ愛

28人

介護保険事業所等一覧
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デイサービスセンターまごの手 合同会社豊榮 10人

デイサービスもとまち
株式会社
東北ライフケア

10人

ハッピーデイ西木
社会福祉法人
県南ふくし会

25人

にこにこリハビリデイサービス角館る～む 有限会社729 10人

デイサービスセンター木のした
株式会社

10人

デイサービスセンター花笑の庭
株式会社
桜花の里

18人

コンパスウォーク角館
株式会社
八柳

20人

コンパスウォーク神代
株式会社
藤井工務店

20人

（６）通所リハビリテーション（デイケア）

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

介護老人保健施設田沢の郷
社会福祉法人
こまくさ苑

10人

（７）短期入所生活介護（ショートステイ）

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

かくのだて桜苑短期入所
社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会 10人

ショートステイ若杉
有限会社
県南ケアシステム

37人

さわやか桜館
株式会社
さわやか倶楽部

30人

たざわこ清眺苑短期入所
社会福祉法人
県南ふくし会

10人

ショートステイひだまり 有限会社菅原 20人

ショートステイ田沢湖
株式会社
オフィスレイ

39人

ショートステイもとまち
株式会社
東北ライフケア

41人

短期入所生活介護清流苑
社会福祉法人
県南ふくし会

10人

ショートステイセンター花笑の庭
株式会社
桜花の里

32人

駒草の郷短期入所生活介護事業所(空床利用型)
社会福祉法人
こまくさ苑

（８）短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

介護老人保健施設田沢の郷
社会福祉法人
こまくさ苑

仙北市介護老人保健施設にしき園 仙北市

（９）特定施設入居者生活介護

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

さわやか桜館
株式会社
さわやか倶楽部

80人
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（１０）居宅介護支援

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

仙北市社会福祉協議会
角館ケアマネステーション

社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会

居宅介護支援事業所県南
有限会社
県南ケアシステム

仙北市社会福祉協議会
田沢湖ケアマネステーション

社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会

ケアマネステーションささえ愛
株式会社
チームささえ愛

ケアプランもとまち
株式会社
東北ライフケア

仙北市社会福祉協議会
西木ケアマネステーション

社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会

清流苑居宅介護支援センター
社会福祉法人
県南ふくし会

かくのだて介護相談室
秋田すまいる計画
株式会社

介護相談室笑みゅ 株式会社笑みゅ

２．地域密着型サービス

（１）小規模多機能型居宅介護

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

サポートハウス仙北 有限会社福寿 29人

ピュアののはな
特定非営利活動
法人NPOののはな

29人

（２）看護小規模多機能型居宅介護

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

ケアライフ心都 有限会社福寿 29人

（３）認知症対応型共同生活介護（グループホーム)

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

グループホーム花みづき 有限会社白岩の郷 18人

グループホームたんぽぽ 有限会社たんぽぽ 9人

グループホーム優優
有限会社
生保内福祉会

18人

認知症対応型共同生活介護事業所田沢の家
社会福祉法人
こまくさ苑

18人

グループホームふれあい
株式会社大曲仙北
介護支援事業所

18人

ピアホームかたくりの里
社会福祉法人
県南ふくし会

9人

グループホームひまわり 有限会社白岩の郷 9人

グループホーム角館 有限会社福寿 18人

グループホームふれあいの家
株式会社大曲仙北
介護支援事業所

9人

グループホーム笑んむすび
笑んむすび
株式会社

9人
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（４）地域密着型介護老人福祉施設

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

ユニット型指定地域密着型
介護老人福祉施設駒草の郷

社会福祉法人
こまくさ苑

29人

３．施設サービス

（１）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

№ 施設名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

特別養護老人ホームかくのだて桜苑
社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会 62人

特別養護老人ホームたざわこ清眺苑
社会福祉法人
県南ふくし会

70人

特別養護老人ホーム清流苑
社会福祉法人
県南ふくし会

50人

（２）介護老人保健施設（老人保健施設）

№ 施設名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

介護老人保健施設田沢の郷
社会福祉法人
こまくさ苑

100人

仙北市介護老人保健施設にしき園 仙北市 100人

４．介護予防・日常生活支援総合事業

（１）介護予防支援事業所

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

仙北市包括支援センター 仙北市

（２）生活支援サービス事業訪問型サービス（第１号訪問事業）

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

たんぽぽ 有限会社たんぽぽ

仙北市社会福祉協議会ヘルパーステーション
社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会

県南訪問介護事業所
有限会社
県南ケアシステム

角館観光タクシー株式会社
角館観光タクシー
株式会社

ほのか訪問介護事業所 株式会社ほのか

（３）介護予防訪問入浴介護

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

県南入浴サービス
有限会社
県南ケアシステム
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（４）介護予防訪問リハビリテーション

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

介護老人保健施設田沢の郷
社会福祉法人
こまくさ苑

―

※掲載以外の医療機関・介護老人保健施設でも行っている場合があります。

（５）生活支援サービス事業通所型サービス（第１号通所事業）

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

デイサービス若杉
有限会社
県南ケアシステム

デイホームたんぽぽ 有限会社たんぽぽ

デイサービス角館さくらさくら
社会福祉法人
県南ふくし会

デイサービスふるさと通所介護事業所
デイサービスふるさと
株式会社

田沢湖デイサービスセンター
社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会

デイサービスセンターささえ愛
株式会社
チームささえ愛

デイサービスセンターまごの手 合同会社豊榮

デイサービスもとまち
株式会社
東北ライフケア

ハッピーデイ西木
社会福祉法人
県南ふくし会

にこにこリハビリデイサービス角館る～む 有限会社729

デイサービスセンター木のした
株式会社

デイサービスセンター花笑の庭
株式会社
桜花の里

コンパスウォーク神代
株式会社
藤井工務店

コンパスウォーク角館
株式会社
八柳

（６）介護予防通所リハビリテーション（デイケア）

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

介護老人保健施設田沢の郷
社会福祉法人
こまくさ苑

（７）介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

かくのだて桜苑短期入所生活介護事業所
社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会

ショートステイ若杉
有限会社
県南ケアシステム

さわやか桜館
株式会社
さわやか倶楽部

たざわこ清眺苑短期入所
社会福祉法人
県南ふくし会

ショートステイひだまり 有限会社菅原

ショートステイ田沢湖
株式会社
オフィスレイ
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ショートステイもとまち
株式会社
東北ライフケア

特別養護老人ホーム清流苑
社会福祉法人
県南ふくし会

ショートステイセンター花笑の庭
株式会社

（８）介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

介護老人保健施設田沢の郷
社会福祉法人
こまくさ苑

仙北市介護老人保健施設にしき園 仙北市

（９）介護予防特定施設入居者生活介護

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

さわやか桜館
株式会社
さわやか倶楽部

５．地域密着型介護予防サービス

（１）介護予防小規模多機能型居宅介護

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

サポートハウス仙北 有限会社福寿

ピュアののはな
特定非営利活動
法人NPOののはな

（２）介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム)

№ 事業所名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号

グループホーム花みづき 有限会社白岩の郷

グループホームたんぽぽ 有限会社たんぽぽ

グループホーム優優
有限会社
生保内福祉会

認知症対応型共同生活介護事業所田沢の家
社会福祉法人
こまくさ苑

グループホームふれあい
株式会社大曲仙北
介護支援事業所

ピアホームかたくりの里
社会福祉法人
県南ふくし会

グループホームひまわり 有限会社白岩の郷

グループホーム角館 有限会社福寿

グループホームふれあいの家
株式会社大曲仙北
介護支援事業所

グループホーム笑んむすび
笑んむすび
株式会社



７４

６．老人福祉施設等

（１）養護老人ホーム

№ 施設名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

養護老人ホーム角館寿楽荘
社会福祉法人
仙北市社会福祉協議会 75人

（２）軽費老人ホーム（ケアハウス）

№ 施設名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

ケアハウスゆっ栗館
社会福祉法人
県南ふくし会

15人

（３）有料老人ホーム

№ 施設名称 事業主体 事業開始年月日 電話番号 定員

さわやか桜館
株式会社
さわやか倶楽部

80人

有料老人ホーム若杉
有限会社
県南ケアシステム

24人

高齢者ホーム花日和 有限会社福寿 9人



選出区分 氏  名 機 関・団 体

福祉サービス
事業関係者

小　松　由　美
 社会福祉法人秋田ふくしハートネット
 愛仙管理者

〃 大　牧　孝　子
 社会福祉法人県南ふくし会
 特別養護老人ホーム清流苑施設長

社会福祉関係者 桃　園　豊　弘  仙北市民生児童委員協議会会長

〇 〃 門　脇　由香子
 社会福祉法人仙北市社会福祉協議会
 次長兼地域福祉係長

地域活動
団体代表

西　根　博　和  角館地区保護司会

〃 佐　藤　里　美  子育てサポートはっぴい・マム

保健医療関係者 荒　木　好　子  市立角館総合病院地域医療連携室社会福祉士

◎ 学識経験者 米　澤 実  元市民福祉部長

〃 眞　崎 勲  元県職員

行政 田　中　史穂子  仙北市市民福祉部保健課成人保健係保健師

〃 藤　村　香　織  仙北市市民福祉部子育て推進課課長補佐

〃 三　浦　亜里沙  仙北市市民福祉部長寿支援課係長

〃 佐々木　孝　臣  仙北市市民福祉部包括支援センター主査

※ ◎：委員長　　〇：副委員長 順不同、敬称略

事 務 局

事務局 草　彅　秀　典  仙北市市民福祉部部長兼福祉事務所長

〃 田　村　政　志  仙北市市民福祉部次長兼社会福祉課長

〃 門　脇　絵　美  仙北市市民福祉部社会福祉課福祉政策係長

〃 柏　谷　真　一
 仙北市市民福祉部社会福祉課福祉政策係
 福祉専門官

〃 能　美　太　一  仙北市市民福祉部社会福祉課福祉政策係主事

仙北市地域福祉計画策定委員名簿

番号
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　　※当計画書の文字は、ユニバーサルデザイン(ＵＤ)フォントを使っています。
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